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まえがき 

 

松本市では、町会の再構築に向けた取組みを支援するため、令和７年度、住民自治局にプ

ロジェクトチーム（自治組織活性化プロジェクト）を立ち上げるとともに、町会運営の現状

及び課題を把握するため、市内４８５町会を対象としたアンケートのほか、町会長等への聞

き取り調査を実施しました。 

本事例集は、これらの調査を通して収集した町会運営の活動事例をまとめたものです。事

例の選定に当たっては、明らかな成功事例だけでなく、取組みの途上や試行錯誤の段階にあ

るものも含めて吟味し、課題解決に向けた独自の視点や創意工夫が認められる事例を集めま

した。本書に掲載された事例が、各町会の新たな取組みのきっかけやヒントとなり、住民自

治の発展と活性化に寄与することを期待するものです。 

最後に、本書の作成に当たって多大なご協力をいただきました町会関係者の皆様に、心か

ら感謝を申しあげます。 

 

自治組織活性化プロジェクト 

企画検討チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

※ 「町会データ」の人口・世帯数・高齢化率は、住民基本台帳（令和８年１月１日現在）による。 

※ 「町会加入数」は、町会からの報告数（令和７年４月１日現在、事業所等の団体会員を含む。）

による。 

※ 「隣組数」は、町会内の実際の呼称（組、班等）に関わらず、町会運営上の最小単位を「隣組」

とし、その数を記載 

※ 各事例については、「背景・課題」「経過・取組内容」「成果・今後の展望等」をまとめたほか、

先進的又は特徴的と考えられる点を「ポイント」として記述 

※ 現役世代、若者、女性が関わっている事例には、アイコンを付してあります 
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項目１ 組織再編、役員選出ルールの見直し等 



 

 

 １．組織再編、役員 選出ルールの見直し等 

事例１－１  

取組名 プロジェクトチームによる町会再編等の検討 

町会名 渚本村町会（田川地区） 

町会 

データ 

・人 口／993 人 

・世帯数／481 世帯 

・高齢化率／21.3％ 

・町会加入数／318 世帯 

・隣組数／11 

取組概要 

○ 町会運営の諸課題について検討するため、

「町会再編検討プロジェクトチーム」を設置 

○ チームによる検討結果を踏まえ、隣組を再

編したほか、役員の輪番制を導入 

背景・課題 

・ 近年、町会内に新たなマンションが建設され、

50 年ほど前は約 50 世帯だった町会加入数は、現

在 300 世帯を超えている。マンション世帯の一部

は町会に加入しているが、町会役員は、これまで

マンション以外の世帯が務めてきている。 

・ 町会活動への住民の関心はあまり高くなく、役

員選出には毎年苦心していた。 

経過・取組内容 

・ 町会活動の持続や役員選出の負担軽減のため、

町会長の発案により、隣組を６ブロックに分けた

長などで組織した町会再編検討プロジェクトチー

ム（以下「ＰＪチーム」）を作り、Ｒ６年５月

「これからの渚本村町会について真剣に考える会」

を開催し、以後月１回のペースで組織再編の検討

を重ねた。 

・ 会の開催に当たり、次のとおり検討事項として

提起した。 

① 町会の分割（分会の設置） 

② 隣組の再編 

③ 役員の輪番制 

④ 行事のあり方 

⑤ 町会費の値上げ 

⑥ 災害時等有事の対応 

⑦ ＳＮＳの活用 

・ 同年11月、検討事項の内、隣組の再編と役員の

輪番制について次のとおり検討案をまとめた。 

① Ｒ７年度は、業務の効率化や組長等の負担軽

減のため、30以上あった隣組を 11に整理。 

② 役員選出については、２年ごとに各組から代

表者１人を選出し、町会長をはじめ11の役をそ

れぞれに割り振るとともに、輪番で回していく

こととした。（Ｒ８年度から実施予定） 

・ なお、組織再編の検討を機に、新旧役員（34 人）

でＬＩＮＥグループを作り、一斉連絡も可能にし

ている。 

成果・今後の展望等 

・ ＰＪチームを組織し、町会内の諸課題を集中的

に議論したことで、隣組の再編や役員選出ルール

の見直しなど、抜本的な運営改善を図る基礎がで

きた。 

・ 他の検討課題

については、今

後検討を進めて

いく。 

・ 町会長を始め

とする現役員は

任期終了後もア

ドバイザーとし

て残り、引き続

き運営をサポー

トしていく予

定。 

 

 

 

【ポイント】 

▼ プロジェクトチームを立上げ、町会運営の

改善に向けて真剣に議論 

「真剣に考える会」の資料 

１ 



 

 

背景・課題 

・ 町会員の多くは、町会発足当初からの持ち家世

帯であるが、子世代は町会外へ転出後、戻ってこ

ないケースが多い。そのため、高齢者のみの世帯

が増加し、組長等を担える人材が年々減少してい

る。 

・ その一方で、新築による若年世帯の転居者も増

えているため、町会にとっては好材料である。 

 従来の町会活動を、今後、若い世代がより参加し

やすい町会運営に変えていく必要がある。 

 

経過・取組内容 

・ 組織運営改善に向け、組長の意見を聞くため、

アンケートを年２回（８月・３月）実施し、結果

は必ず組長会に報告することとした。 

・ 組長から出された意見・要望については、実施

の可否を回答するほか、優れた提案があれば積極

的に改善計画に反映するものとし、実際に次のよ

うな取組みを進めた。 

① 現状の世帯数に合わせた隣組の再編 

② 女性部を女性でなくても参加可能な組織とし、

名称も「公民館整美部」に変更 

③ 町会費の集金は組によって年１～４回とバラバ

ラだったものを年１回に統一 

④ 公園の草取り箇所の縮小（防草シート設置、未

舗装道路の舗装等）や公民館清掃業務の業者委託

等による住民の作業負担の軽減 

⑤ 町会行事のスクラップ＆ビルド（盆踊りを廃止

し、代わりにＰＴＡと連携した子ども対象の 

夏祭りを実施） 

⑥ 市ホームページ内の「地域の掲示板」を活用し

た積極的な情報発信 

 

成果・今後の展望等 

・ アンケート等により、若い世代を含めた住民意

見を聞くことができるようになった。また、町会

内の様々な危険個所が明らかになり、市への改善

要望や補助の活用に繋がるなど、地域の安心・安

全の確保にも役立っている。 

・ 業務改善に取り組む中、この２年間に町内で発

生した火災や冠水等の災害を経験した。十分な対

応ができなかったことを教訓として、町会として

できる事は何か、引き続き検討している。防災・

安全の初期対応(危険個所の把握、災害時の安否

確認、初期消火など）こそが、町会の重要な役割

であると認識した。 

 

 

【ポイント】 

🔻 定期的な組長アンケートにより、町会内の意

見を幅広く聴取し、改善計画に反映 

🔻 防災・安全の初期対応（危険個所把握、災害

時の安否確認、初期消火など）こそが町会の重

要な役割である。 

 １ 組織再編、役員 選出ルールの見直し等 

事例１－２  

取組名 組長アンケートを通じた意見集約及び改善計画への反映 

町会名 月見町
つきみちょう

町会（鎌田地区） 

町会 

データ 

・人 口／575 人 

・世帯数／285 世帯 

・高齢化率／42.1％ 

・町会加入数／220 世帯 

・隣組数／19組 

取組概要 

〇 年２回のアンケートを通じて、組長から意

見・要望等を聴取し、組織・行事の見直し等

の運営改善を推進 

〇 最近町会内で発生した災害を反映した町会

運営 

２ 



 

 

背景・課題 

・ 当町会では、従来、衛生部長の選出をいわゆる

一本釣りで行っていた。衛生部長は大変な業務内

容のため、なかなか引き受けてくれる方が見つか

らず、同じ人が６年や８年と長く勤め続けざるを

得ない状況が続いていた。 

・ そうした中でＲ４.５月に、部長から「６年も

務めて来たので、すぐにでも辞めさせてもらいた

い。」との申し出があった。 

・ 新体制での町会活動が始まったばかりだったた

め、確実に部長交替ができる制度を考えることを

約束し、なんとか任期の２年間を続けて欲しい旨

をお願いし、承諾してもらっていた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ４．６月、常会長会に「部長交替」を求めら

れたことを報告し、従来の一本釣りに代わる、新

しい選出方法を考えなければならないことを伝え、

常会長の協力を求めた。 

・ ２回目以降の会議からは、衛生部員もメンバー

に加えた合同委員会を４回開き、選出方法の見直

しとともに、正副部長が関わる作業の見直し（負

担軽減）を目指すこととした。 

・ 検討会の中では、１年任期で常会の輪番制によ

り選出していく方向が提起され、衛生部正副部長

の負担軽減のため、作業日数の見直しについても

地区衛生協議会に申し入れを行った。 

・ Ｒ５.１月に、衛生部長を１年任期、常会の輪

番制による選出とすることについて、賛否を 

問う全戸アンケートを実施した。 

・ アンケートの結果、１年任期、常会の輪番制が

賛成多数を占めた。 

・ Ｒ４年度の通常総会で選出方法の見直しが議決

され、Ｒ６年度から新たな選出方法で衛生部長を

選ぶことになった。 

・ 輪番制の採用により、毎年交代することとなっ

たため、Ｒ６年度から、一斉清掃時等の事業の記 

録を写真や文章で残し、引継ぎ資料を整備するこ

とで、業務の見える化を図っている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 全戸アンケートにより、町会住民の総意として、

選出方法の見直しを行うことができた。 

・ 引継ぎ資料の

整備は現在進行

形であり、今後

も継続的に取り

組んでいく。 

・ 衛生部役員の

負担軽減につい

ても、引き続き

地区衛生協議会

に働きかけてい

きたい。 

 

 

 

 １ 組織再編、役員選出ルールの見直し等 

事例１－３  

取組名 衛生部長選出方法の見直し及び業務の見える化 

町会名 岡田町
おかだまち

町会（岡田地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,187 人 

・世帯数／530 世帯 

・高齢化率／27.1％ 

・町会加入数／275 世帯 

・常会数／４ブロック 

・隣組数／16組 

取組概要 

○ 従来、いわゆる一本釣りで選出してい

た衛生部長の選出方法の見直しを行うと

もに、誰でも衛生部長ができるよう引継

ぎ資料を整備 

【ポイント】 

▼ 世帯の実態把握及び意見集約により、効率

的な組織運営・役務分担の検討に活用 

全戸アンケート 

３ 



 

 

 

背景・課題 

・ 町会居住者の高齢化や人口減少のため「町

会組織と各種当番役務の見直し」が町会の事

業として提案されている。この見直しを進め

るための抜本的な取組みが求められており、

町会の置かれた現状を把握するため全戸を対

象としたアンケート調査を行った。 

経過・取組内容 

・ Ｒ７.４月開催の役員会において、町会組

織・役務見直しに係る全戸アンケートを実施

することを決定し、各組長に回答用紙の配布

と回収を依頼した。 

・ 調査項目は次のとおり。 

① 世帯の構成員について、性別、年齢区分、

就業状況（一週間の勤務日数） 

② 町会組織・役員、各種役務（一斉清掃、

水路管理等）に対する意見・要望 ※自由

記述 

・ 回収期限は４月末とし、回収率は 98.3％

（配布数 60／回答数 59）であった。 

・ アンケートの結果については、町会長がま

とめ、役員で回覧して内容を確認した。 

・ 確認後、役員会（南方町会小協議会）で

「町会組織・役務見直し検討のためのアン

ケート集計結果と提言」と題した冊子をまと

めるとともに、Ｒ８.３月の総会において、報

告を行うこととした。 

成果・今後の展望等 

・ アンケート調査により、現在の町会居住者

の実態（年齢構成、勤務日数等）を把握でき、

今後の町会運営に生かせると感じている。 

・ 町会組織や役務について、住民の率直な意

見や要望が多数寄せられた。 

・ アンケート結果を冊子にまとめ全戸配布す

ることにより、町会の置かれた現状や問題点

を町会居住者で共有化を図ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 組織再編、役員選出ルールの見直し等 

事例１－４  

取組名 町会組織・当番役務の見直しに向けた世帯状況の把握 

町会名 入山辺南方
いりやまべみなみがた

町会（入山辺地区） 

町会 

データ 

・人 口／167 人 

・世帯数／76世帯 

・高齢化率／45.5％ 

・町会加入数／63世帯 

・常会数／４常会 

・隣組数／12組 

取組概要 

○ 各世帯の実態把握とともに、町会組織・役

務に対する意見集約を行うため、アンケート

調査を実施 

〇 アンケート結果は冊子にまとめ、総会に報

告するほか、今後の見直し作業に活用 

【ポイント】 

▼ 世帯の実態把握及び意見集約により、効

率的な組織運営・役務分担の検討に活用 

アンケート回答用紙 

４ 



 

 

 １ 組織再編、役員選出ルールの見直し等 

事例１－５  

取組名 町会の財政的課題に関するアンケート調査の実施 

町会名 本町
ほんまち

町会（四賀地区） 

町会 

データ 

・人 口／185 人 

・世帯数／82世帯 

・高齢化率／48.1％ 

・町会加入数／67世帯 

・常会数／３常会 

・隣組数／13組 

取組概要 

○ 町会費及び町会行事の見直しについ

て、全戸対象のアンケート調査を実施 

○ アンケートの結果を踏まえ、今後行事

費用の見直しを図る予定 

背景・課題 

・ 町会加入者数の減少による町会費の減収や、

水道光熱費の増加等に伴い、従来の町会運営を

このまま継続していくと、赤字予算になる見込

みとなったため、町会費及び町会行事の見直し

が急務となっていた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ７.７月、町会費及び町会行事の見直しを

図るため、「町会費についてのアンケート調査」

を全戸配布にて実施した。 

・ 企業会員を除く全 61 世帯中 45 世帯から回答

（回答率 73.7％）が寄せられた。 

・ ８月、調査結果を町内回覧で住民に周知。 

・ 結果、町会費の値上げはせず、各種事業の事

業費の見直しや、行事の縮小を求める意見が多

数を占めた。 

・ これを踏まえ、役員会で検討を重ねた結果、

「町会行事は従来どおり実施するが、行事の事

業費を削減する」方針を固め、９月の臨時総会

に協議し、住民の了承を得た。 

 

成果・今後の展望等 

・ Ｒ８年度町会予算の編成に向けて、事業費の

見直しを行う見通しがついた。 

・ Ｒ７年度については、事業の縮小は行わない

方針となったが、アンケートに寄せられた意見

も踏まえ、将来的に次世代の負担とならないよ

う、行事等の見直しを継続していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

🔻 町会の財政的課題について、アンケート調

査を通じて住民合意を形成 

 

町会費に関する全戸アンケート 



 

 

 

背景・課題 

・ 高齢化、世帯数減少、人口減に伴い、従来

の公民館３部体制を維持することが困難に

なっていた。 

・ Ｒ５年度にコロナ禍が明け、数年ぶりに運

動会を開催したものの、運動会後に行ってい 

た懇親会がなくなるなど、親睦の機会が減っ

ていた。 

・ その他の行事についても、参加者の減少や

固定化が見られ、事業の見直しが求められて

いた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｈ29 年度、役員選出の負担軽減を図るため、

公民館組織を３部（教養部・厚生部・体育部）

体制から１部（事業部）体制へと変更した。 

・ また、事業の見直しとして、出展数が少な

かった文化祭を休止したほか、「公民館だよ

り」を「町会だより」に移行した。 

・ さらに、それまで毎年行っていた夏祭りと

運動会について、全戸アンケート調査を行っ

た結果、両行事を隔年で交互に実施するもの

とした。 

・ Ｒ６年度には、運動会開催も負担との声が

高まり、検討の結果、Ｒ７年度からは運動会

を取り止め、夏祭りに一本化することとなっ

た。 

・ なお、夏祭りの開催費用は、従来、住民か

らの寄付金で賄われていたが、Ｒ７年度から

は町会予算から補助金を支出することで、役

員による寄付金集めなどの負担軽減を図るこ

ととした。 

 

成果・今後の展望等 

・ 公民館組織の見直しにより、役員選出の負

担が軽減された。 

・ また、旧教養部の事業については、若い世

代が自主的に決めて取り組む方式になったた

め、若者の参加促進につながっている。 

・ 運動会の廃止等により、選手集めなどの負

担がなくなり、常会長等の負担軽減にもなっ

た。 

・ 事業を夏祭りに一本化し、町会内の資源を

より集中的に活用することで、住民同士の交

流を一層促進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 組織再編、役員選出ルールの見直し等 

事例１－６  

取組名 公民館組織の見直し及び行事の統合による役員等の負担軽減 

町会名 洞
ほら

町会（本郷地区） 

町会 

データ 

・人 口／221 人 

・世帯数／97世帯 

・高齢化率／42.5％ 

・町会加入数／73世帯 

・常会数／３常会 

・隣組数／12組 

取組概要 

○ 公民館組織の見直しを行い、従来の３

部体制を１部体制に変更 

○ 町会行事に関する全戸アンケートの結

果、運動会を廃止し、夏祭りに一本化 

【ポイント】 

▼ 公民館組織の見直しや行事の統合によ

り、役員等の負担を軽減 

洞町会夏祭りの様子 

６ 



 

 

 

背景・課題 

・ 当町会は、市の造成事業が行われた当初か

らの居住者が、第１世代で現在 80代前後、第

２世代で 50 代前後になっている。 

・ 町会では少子高齢化が進み、町会長は前任

が４年、前々任は６年と長く、後任者の選出に

苦慮していた。 

・ 現在、60代後半の人が町会にほとんどいな

い状況で、年齢を現役世代にまで下げないと町

会長等を選出できない状態だった。 

・ 「何かしら役員を担わないといけない」と

いう雰囲気は町会の中にある。第２世代の 50

代前後の世代は、小学校や中学校が一緒で、横

のつながりも維持している。第２世代の子ども

である 20代前後の第３世代も仲が良く、みん

な顔見知りになっている。そのため町会として

のまとまりは良い。町会未加入者はなく、２つ

あるアパートも町会加入している。 

経過・取組内容 

・ 今後の町会の在り方について話し合うため、

町会長が発起人となり、当時50代前後の町会居

住者15人でグループを作った。これからの町会

運営について、現役世代が役を受けられる方法

等について検討した。その結果の一つとして、

町会長等の役員任期を 1年とした。 

・ 組長が、防災や安協等の地区関係役員を兼

務することとした。次期組長の皆さんには、事

前に組長と役員任期が全て同じ事を理解いただ

き、組長各自の事情も伺い考慮したうえで、役

員の業務内容を明確にして個別に頼んでいる。 

・ 11 月頃から役員選出作業を始め、新旧の組

長で顔合わせをし、グループラインを作る。12

月には各戸へ依頼に行く。アポは、ＬＩＮＥを

使用。 

・ 役員の仕事自体は減ってはいるので、負担

が少ないと感じてもらえれば担ってくれる。 

成果・今後の展望等 

・ 中には、役員が出来ない理由を言う人もい

るが、1 年であれば、ある程度の人は受けてく

れる。お願いに行くのは50代が多いが、「同じ

年代が担わないといけない」と言う人もいて、

役員を受けるつもりになってくれている。 

・ 役員の負担軽減する一方、住民どうしの気

寄りを良くしていく取組みも必要で、今後は両

面の土壌を耕していく必要がある。 

・ 当時の 50 代で作ったグループは、「アラウ

ンドフィフティ長丘町」として20人で継続して

いる。うち15人は、組長などを２～３年のうち

に経験しており、１年で交代する役員の相談に

のる等の支援を担うとともに、町会活動の核に

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．組織再編、役員 選出ルールの見直し等 

事例１－７  

取組名 町会役員の負担軽減と担い手の確保 

町会名 長丘町会（芳川地区） 

町会 

データ 

・人 口／369 人 

・世帯数／203 世帯 

・高齢化率／27.37％ 

・町会加入数／113 世帯 

・隣組数／13組 

取組概要 

〇 役員の負担軽減、現役世代でもできる体制

づくりを検討し、役員任期を１年に見直し

た。 

〇 役員をフォローする体制を構築 

【ポイント】 

▼ 役員受け手の確保のため、あえて任期を

1年にしたうえで、補完する体制を整備 

７ 



 

 

 

背景・課題 

・ 町会の単位高齢者クラブ「白寿会」は、歴

代町会長ОＢが会長を務め、町会長などの役

員を選出する「選考委員会」の委員長も担っ

てきた。 

・ 白寿会は、会員が先細りのところへコロナ

禍があり、活動が継続できなくなり解散。ま

た、常会長は持ち回りのため、常会の様子を

知らない新規転入者が担う場合も多くなり、

選考委員会が機能しなくなっていた。 

・ Ｒ６・７年度は、現町会長と前町会長で適

格者の自宅を訪ね、役員就任を依頼してきた

が、Ｒ７年度の民生委員の選出では、20 軒近

く訪問しても受け手がなかった。 

・ 人と人との関係性の希薄化や町会への関心

の低下などを背景に、役員選出が困難になっ

ていることから、町会事業や役員の負担軽減

が求められている。 

経過・取組内容 

① 役員の選出 

町会内で１名だけ選出する役員のうち、

「公民館主事」「育成会長」「館報編集委員」

については、Ｒ２年度から町会内９常会の持

ち回り選出とし、より身近な常会内で選出の

調整をしてもらうこととした。 

② 事業の負担軽減 

維持管理を受託している白川農村公園につ 

いて、従来は全町会員が交代で草刈り（年３

回）を行ってきたが、Ｒ６年度からシルバー

人材センターに作業を委託。代わりに６月の

第１日曜日に、各常会内で一斉清掃（公園や

道路、側溝等の清掃）を行うこととした。 

③ 会議の出席対象者の絞込み 

町会の役員会は、月末の土曜日の夜に開催

している。正副会長、会計、公民館長、主事

の執行部のほか、常会長、防災部長、育成会

長以外の役職者は必要な時機のみ出席するも

のとし、人数を絞っている。 

④ 相談役の設置 

令和８年度から町会役員ОＢによる「相談

役」を設置し、役員選考や新たな役員が町会

運営を行う際の「相談」に応じることにした。 

成果・今後の展望等 

・ 役員選出に関しては、持ち回りルールの運

用と相談役の設置により、町会役員の負担は

軽減されている。 

・ 農村公園の草刈りを外部に委託し、身近な

場所の一斉清掃に切り替えたことで、参加率

の向上につながった。 

・ 今後も常会長へのアンケートなどを取りな

がら、改善を継続していく予定。 

 １ 組織再編、役員選出ルールの見直し等 

事例１－８  

取組名 役員選出方法の見直し及び役員等の負担軽減 

町会名 寿白 川
ことぶきしらかわ

町会（寿地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,634 人 

・世帯数／704 世帯 

・高齢化率／28.7％ 

・町会加入数／397 世帯 

・常会数／９常会 

・隣組数／44組 

取組概要 

○ 一部の役職について、従来の選考委員

会による選出を、常会からの持ち回り選

出に変更 

○ 作業の委託、会議出席者の絞り込み、

相談役の設置等により、役員負担を軽減 

【ポイント】 

▼ 役員選出ルールの見直しや負担軽減によ

り、町会の運営環境を改善 

８ 



 

 

 

項目２ 町会加入の促進 



 

 

 ２ 町会加入の促進 

事例２－１  

取組名 「町会入会用キット」を活用した加入促進活動 

町会名 芳川
よしかわ

村井町
むらいまち

町会（芳川地区） 

町会 

データ 

・人 口／5,333 人 

・世帯数／2,486 世帯 

・高齢化率／19.9％ 

・町会加入数／1,758 世帯 

・自治組合数／25組合 

・隣組数／74組 

取組概要 

○ 新築世帯等の転入者向けに、「町会入

会用キット」を準備し、町会議員や自治

組合長が対象世帯を訪問することで、町

会加入を促進 

背景・課題 

・ 市内で最も世帯数と人口の多い町会である。 

・ 町会の下に 25の自治組合があり、各自治組

合から町会議員と自治組合長を選出する。 

・ 自治組合によって年齢構成が異なり、旧宿場

や駅周辺の古くからある自治組合では高齢化が

進んでいることなどから、役員の担い手が減っ

ている。また、定年後も勤める人が多く、担い

手不足のしわ寄せが高齢者にいっている。 

・ 役員が選出できる自治組合を維持するため、

自治組合の合併を実施した例もある。これまで

に、住民が少なくなった自治組合３箇所ほどが

合併を実施した。 

・ アパート世帯の町会に加入については、他の

町会と同様に難しさを感じている。 

 

経過・取組内容 

・ 新築時の町会入会促進策として「町会入会用

キット」を用意している。家が建ったら、町会

議員が自治組合長と一緒に持参し、加入依頼を

行う。 

・ 町会入会用キットの内容は、次のとおり。 

① 総会資料 

町会が実施する事業、役員名簿、規約等を

記載した資料（全 70 ページ） 

② 村井町へようこそ！（→次ページ参照） 

村井町町会が独自に作成した案内書 

③ 転入報告書 

④ 小学校区の住宅地図 

⑤ 村井地区居住者名簿 

認可地縁団体として必要。転入者が名前、

連絡先、家族状況等を記入するもの。 

⑥ 村井町町会会員名簿 

災害時の確認用。転入者が世帯主の氏名、

連絡先、家族の人数を記入するもの。 

⑦ その他の書類 

ごみの出し方・収集日程表、地区防災マ

ニュアル等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果・今後の展望等 

・ 新規の転入者から、「町会の必要性が理解で

きた」「町会の活動には協力していきたい」な

どの反応もあり、加入促進に一定の効果を発揮

している。 

 

【ポイント】 

▼ 入会用キットを常備し、加入案内をスムー

ズに行うことで、転入者等の町会加入を促進 

町会入会用キット 

９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町会案内書「村井町へようこそ！」 
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背景・課題 

・ 平田駅周辺を中心に宅地化が進んでいる。 

・ 新規も含め戸建て世帯は、ほぼ町会に加入し

ているが、年間２世帯ぐらいが、役員が回って

くることを理由に、町会から脱退している。 

・ 町会内のマンション１棟が、Ｒ８年度以降、

町会から抜けることになった。高齢化により、

役員等を担えないというのが理由。 

・ 役員選出は、常会長に依頼しているが、安協、

衛生、日赤等、町会選出の各役員の活動概要が

分からないため、選出に苦労する場合がある。 

 

経過・取組内容 

・ 住民の町会に対する理解を求めるとともに、

未加入者の加入を促進するため、「町会の活動

ご存知ですか？」「もしも町会が無くなったら」

などの啓発資料を作成・配布し、町会の役割や

加入するメリットについて周知を行った。 

・ また、役員を受ける際の障壁を取り除くため、 

「町会の組織図」のほか、町会役員と地区等の

上部組織との関係性や、それぞれの具体的な活

動内容が分かる「各組織の役割一覧」を作成し、

全戸配布を行った。 

 

成果・今後の展望等 

・ 「町会の必要性が理解できた」「各常会で役

員選出する際に重宝する」などといった反応も

あり、町会活動に対する理解が進んでいる。 

 

 

 

 

  

 ２ 町会加入の促進 

事例２－２  

取組名 町会加入の促進及び役員理解のための周知活動 

町会名 芳川
よしかわ

平田
ひ ら た

町会（芳川地区） 

町会 

データ 

・人 口／2,430 人 

・世帯数／1,215 世帯 

・高齢化率／24.7％ 

・町会加入数／840 世帯 

・常会数／10常会 

・隣組数／50組 

取組概要 

○ 町会の必要性や町会の組織、役員の活動

内容等をまとめた資料を全戸配布し、町会

活動を住民に周知 

【ポイント】 

▼ 町会の必要性や役員の活動内容を改めて周

知することで、住民の町会活動に対する理解

を促進 

もしも町会がなくなったら 

◎地域のつながりが希薄化 

町会や常会が主催している行事がなくなり 住民

同士の交流の機会が減り 地域のつながりが希薄化

します。 

高齢者や子どもの見守り活動が出来なくなる可

能性があります 

◎防災・防犯体制の弱体化 

防災・防犯活動がなくなり 災害時の地域の協力

体制が出来なくなる可能性があります 

災害時には「自助・共助・公助」が必要ですが 

「共助」が得られない可能性もあり、リスクが増

大します 

◎地域の環境悪化 

町内の一斉清掃などがなくなり 地域の環境が悪

化する可能性があります 

ごみ出しのマナーの悪化により ごみ問題が増え

る可能性があります 

 

◎地域の情報の減 

行政からの情報（広報や回覧など）や行政への声

も届きづらくなります 

役員がボランティア的に活動している部分がなく

なり住民の費用負担等が増える可能性があります 

全戸配布資料から抜粋 
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各組織の役割一覧 

平田町会組織図 

町会組織 芳川地区組織 松本市･松本地域組織 長野県組織 全国組織 国際組織

　別の仕事などをもちながら、「自らの地域は、自らで守る」という精神のもと火災や災害が発生した場合、消火・救助活動を行っています。消防署と連携し、災害時
の消火・救助・避難誘導だけでなく、防火指導や防災訓練も行い、地域全体の防災力向上に貢献しています。

　赤十字ボランティアの活動を通じて地域社会に貢献したいという人たちによって市や地区に組織されたボランティア組織です。災害救護や防災活動を主な取り組みと
して炊出し講習や救護講習などを行っています。

　交通事故のない安心安全な社会づくりを目的とし、交通事故防止の啓発、交通安全教室の開催、地域での交通誘導、カーブミラーの鏡面清掃などを行っています。

　住民が主体となって、環境美化や衛生思想の普及を行うことを目的としています。ゴミの減量や分別の普及推進、外来生物の駆除作業などを町会や地区単位で実施し
ています。ポイ捨て防止のための市街での美化･街頭宣伝活動も実施しています。

　地域住民の身近な相談相手として、見守りや支援、地域福祉活動を組織的に推進しています。地域ごとの課題を共有・連携して、高齢者、障がい者、子育て世帯の支
援、地域のイベントへの協力などを行っています。

　緑化促進を図り、緑豊かな住みよい地域づくりを行うことを目的としています。花壇花植え作業のほか、緑化行政への協力・緑化促進のための講習会等を行っていま

⑥　民生委員・児童委員 芳川地区民生委員・児童委員協議会 松本市民生委員・児童委員協議会
長野県民生委員児童委員協

議会連合会
全国民生委員児童委員連

合会

松本市消防団第１５分団第４部 松本市消防団第１５分団 松本市消防団 長野県消防団 総務省消防庁

⑦　緑化促進 芳川地区緑化促進協議会 松本市緑化推進委員協議会

⑤　環境衛生 芳川地区環境衛生協議会 松本市環境衛生協議会連合会

⑧　子ども会育成会 芳川地区子ども会育成会 松本市子ども会育成会連合会
一般社団法人

長野県子ども会育成連合会
公益財団法人

全国子ども会連合会

　子どもの健全育成を推進することを目的とした活動を展開しています。町会では子どもを対象とした行事（三九郎･交流会･歓迎会など）の企画運営を行うほか、地区
や市では行事を行う上での連絡調整やジュニアリーダーの育成などにも取り組んでいます。

日本赤十字社

①　自主防災会 松本市防災連合会

松本防犯協会連合会 長野県防犯協会連合会

芳川地区防災防犯協会 　広く市民の防災意識の高揚を目的とし、各町会の防災部相互の連絡調整や研修を行う連合会組織です。

　地域住民の防犯意識の向上と、犯罪予防を目的とした団体です。特殊詐欺被害の防止や自転車の盗難などの
身近な犯罪の防止啓発を行っています。

　町会独自の公民館活動や事業をつかさどる機関です。地区や市の町内公民館長会では町内公民館長を地区や市単位で集めて研修や情報交換を実施しています。

赤十字国際委員会（ICRC)

公益財団法人
全国防犯協会連合会

④　松本交通安全協会
　　芳川支部平田分会

松本交通安全協会
芳川支部

松本交通安全協会
一般社団法人

長野県交通安全協会

②　平田町会
　　　町内公民館（長）

芳川地区町内公民館長会 松本市町内公民館長会

③　日赤奉仕団員
松本市赤十字奉仕団芳川
分会（芳川日赤奉仕団）

松本市赤十字奉仕団
（日本赤十字社長野県支部

松本市地区）
日本赤十字社長野県支部

※平田町会の組織図を作成しましたので、ご覧ください。

常会

自治組 自治組

資産管理委員会

町会協議会
町会長 副町会長 会計 監査役

町会議員

①自主防災会
総合機能班

防災・防犯委員

②町内公民館
公民館委員

常会長会

自治組 自治組 自治組 自治組 自治組

常会 常会

③日赤奉仕団

⑦緑化推進
常会 常会

⑥民生委員・児童委員

消防団第１５分団第４部

⑧子ども会育成会

⑤環境衛生

④交通安全協会

自主

防災会

平田町会
全戸配布
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項目３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 



 

 

 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 

事例３－１  

取組名 地区行事への移行による町会運営の負担軽減 

町会名 埋
うず

橋
はし

町会（第三地区） 

町会 

データ 

・人 口／266 人 

・世帯数／125 世帯 

・高齢化率／33.1％ 

・町会加入数／102 世帯 

・隣組数／14組 

取組概要 

○ 町会独自に開催していた文化祭を中止し、地

区行事（作品展）に合流 

○ 行事開催に係る役員負担の軽減を図りつつ、

町会住民の作品出展の場を確保 

背景・課題 

・ 住民の高齢化、町会活動への関心低下などを要

因として、町会行事への参加者は減少傾向にあり、

文化祭についても、参加者・出展者が減少、固定

化する傾向にあった。 

・ 役員や行事協力者の高齢化により、行事の実施

に係る負担感も増大していた。 

 

経過・取組内容 

・ 文化祭は、毎年 10月に開催。作品展示、調理

振る舞い、農産物販売、カラオケ大会などを内容

とし、作品展示は、町会女性部の作品や小学生の

作品などを展示していた。 

・ 役割分担については、町会三役と町内公民館長

が準備・企画・運営を担うほか、各組長と公民館

部員が出展作品の募集、女性部が調理振舞いを担

当していた。 

・ 上記のとおり、参加者の減少や固定化、役員の

負担感が問題となる中、新型コロナウイルス感染

症が拡大。密を避けるため、役員会において文化

祭の中断を決定した。 

・ ただし、趣味などで作品を制作している住民の

発表機会を確保するため、地区行事（作品展）へ

の出展を呼びかけることとした。 

・ もともと町内文化祭に出展した作品を、11 月

の地区作品展に出品するという流れはあったため、

移行はスムーズであった。 

・ なお、調理振舞い等を担当していた女性部につ

いては、代表者から後継者が見つからず、活動も

縮小していたことからＲ７年度末に解散予定 

成果・今後の展望等 

・ 役員の負担軽減になった。特に町内公民館長と

組長、公民館部員の負担が軽減された。 

・ 地区の作品展への参加による負担（動員、出品

依頼等）は生じているが、町会住民の文化的な活

動の場を確保することは必要であるため、今後も

協力していく。 

・ 現状の町会住民の負担や体力を踏まえると、地

区行事への切替えができたことは良かったと考え

る。 

・ コロナによる活動制限の解除以降、文化祭を復

活するという案は現段階ではなく、防災などその

他の活動へ注力することを検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

🔻 町会行事を単に中止するだけでなく、代替案

を提示することで、住民の活動の場を保障 

▼ 町会で担えないことは「地区」と連携 
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背景・課題 

・ 防災訓練の参加者が固定化し、特に現役世代や

子どもの参加が少ないという課題があった。 

・ 訓練の必要性は理解されていても、「自分ごと」

として実感が持ちにくく、参加の動機づけが弱

かった。 

・ 町会内にはリハビリ施設や電機商店など、防災

に役立つ専門的な知識や設備を有する事業所もあ

るが、これまで防災訓練への関わりは限定的であ

り、地域資源が十分に活かされていなかった。 

 

経過・取組内容 

・ 防災訓練をより実践的で魅力あるものとするた

め、町会内の事業所や消防団と連携した防災訓練

を企画した。 

（訓練内容） 

① 避難・集合訓練 

② ＡＥＤの操作体験 

③ 水消火器の体験 

④ 発電機を用いた井戸水の汲み上げ 

⑤ 発電機を用いたテレビの視聴 

⑥ エコノミークラス症候群予防体操 

・ 訓練は、避難集合場所をリハビリ施設の駐車場

に設定して行った。 

・ 電機商店の協力により、発電機とパラボラアン

テナを用いたテレビの試運転を実施し、停電時で

もテレビから情報収集ができることを体験した。

特に、発電機でテレビが映る様子は、子どもたち

の関心を引き、防災を身近に感じるきっかけと

なった。 

・ リハビリ施設の職員を講師に、避難生活でリス

クが高まるエコノミークラス症候群を予防する体

操を実施。専門職の視点から健康維持の重要性を

学び、参加者の関心を集めた。 

・ 消防団の協力のもと、発電機とポンプを用いて

井戸水を汲み上げ、実際に放水する訓練を実施し

た。地域にある井戸を災害時に活用できることを

確認するとともに、発電機の実用性を体験的に理

解する機会となった。 

 

成果・今後の展望等 

・ 毎回 20～30 人の参加があり、年１回の行事と

して定着してきている。 

・ 町会内の事業所等と連携することで、楽しみな

がら学べる体験型の訓練を実現でき、子どもから

高齢者まで幅広い世代の参加につながった。 

・ 今後は、他の事業所にも参加を呼びかけ、地域

全体で支え合う防災体制の構築を図っていく。 

・ また、町会内の住民や事業所等が「自分ごと」

と捉え、町会活動に関心を持てるよう取り組んで

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 

事例３－２  

取組名 町会内の事業所等と連携した防災訓練 

町会名 東町
ひがしまち

２丁目（東部地区） 

町会 

データ 

・人 口／113 人 

・世帯数／71世帯 

・高齢化率／34.5％ 

・町会加入数／50世帯 

・隣組数／６組 

取組概要 

○ 町会内の事業所等と連携し、それぞれの専門

を生かすことで、幅広い世代が参加する体験型

の防災訓練を実施 

【ポイント】 

▼ 地域資源の活用や多様な団体・企業等との

連携により、町会行事をブラッシュアップ 
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背景・課題 

・ 当町会では、住民同士の交流を目的として、毎

年１回会食会を開催していたが、参加者が固定化

し、毎回同じ顔ぶれとなっていた。 

・ また、近年住民の高齢化が進み、外出が難しい

世帯も増加。会食会に参加しない世帯の中には、

町会活動の内容が十分に伝わっていない状況も

あった。 

・ 町会費は全戸が負担しているにもかかわらず、

参加できる人・できない人がいることで、不公平

感が生じていたため、すべての加入世帯に恩恵の

ある事業への転換が求められていた。 

 

経過・取組内容 

・ 限られた人のための行事ではなく、「全戸に行

き届く取組み」とするため、役員会において会食

会の見直しを検討 

・ 検討の結果、会食会は廃止し、代わりに加入全

戸へ「栗おこわ」を配食することとした。 

・ 実施にあたっては、役割分担を明確にし、役員

の負担が一部に偏らないよう留意した。 

（役員の役割分担） 

①町会長：会場の手配、案内通知の作成・配布 

②厚生部（２名）：栗おこわの手配、数量確認 

③隣組長：栗おこわの受取り・各世帯への配布 

・ 隣組単位の配布としたことで、既存の組織体制

を活かし、効率的に全戸へ届けることができた。 

・ 配布時には、町会からのメッセージや活動の紹

介も併せて伝えた。 

 

成果・今後の展望等 

・ 加入全戸へ配布することで、事業による恩恵が

すべての世帯に還元され、不公平感の解消につな

がった。 

・ 配食を通じて、隣組長と各世帯との接点が生ま

れ、地域内の緩やかなつながりの維持にも寄与し

た。 

・ これまで会食会に参加できなかった世帯にも町

会活動を届けることができ、「町会が自分たちの

ために活動している」という実感を持ってもらう

機会となった。 

・ 役員の役割分担を明確にしたことで、無理なく

実施することができた。 

・ 今後も、公平性のある町会運営を意識しながら、

町会の実情に合った取組みを検討していく。 

・ なお、会食会に代わる住民同士の交流行事につ

いては、総会後の懇親会や町内一斉清掃など、既

存の行事を充実させていきたい。 

 

 

 

 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 

事例３－３  

取組名 従来の「参集型」にこだわらない、町会行事の柔軟な見直し 

町会名 北土
き た ど

井尻町
いじりまち

町会（中央地区） 

町会 

データ 

・人 口／73人 

・世帯数／42世帯 

・高齢化率／45.2％ 

・町会加入数／48世帯 

・隣組数／10組 

取組概要 

〇 参加者の減少・固定化が続いていた町会行

事（会食会）を見直し、加入全戸への配食を

実施 

【ポイント】 

🔻 公平性を意識した行事の開催 

🔻 加入全世帯への町会活動の周知 

15 
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背景・課題 

・ 当町会の年少人口割合は、約 10％と松南地区

の中でも比較的高いほうである。 

・ その一方で、コロナ禍以降、PTA活動が停滞

し、青山様、ぼんぼん、三九郎といった伝統行事

や子ども神輿の実施が難しくなっている。 

・ 町会活動として伝統行事を継承していくことが

期待されるが、他町会同様、町会加入者の減少や

役員のなり手不足などの課題を抱えている。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ５、６年度に子ども対象行事として「スイカ

わり」を実施。Ｒ７年度、世代間交流を更に促進

するため、「納涼祭」を初めて企画した。 

・ 「納涼祭」は、町会への加入・未加入を問わず、

子どもやその家族のほか、誰でも参加できるもの

とした。 

・ 催事内容は、模擬店の出店のほか、伝統行事の

継承を図るきっかけとして、子どもたちに「青山

様」「ぼんぼん」を体験してもらうコーナーも設

けた。 

・ 「青山様」については、神輿の展示、担ぎ体験

及び記念撮影、「ぼんぼん」については、浴衣体

験及び記念撮影を内容とした。 

・ 多世代の参加を促すため、高校生以下のこども

と 75歳以上には、模擬店で利用できる無料券も

事前配布した。 

・ なお、実施に当たっては、アトラクション、飲

食販売のスタッフ募集も行い、15人の応募があっ

た。 

成果・今後の展望等 

・ 当日は、約 200 人が来場し、青山様・ぼんぼん

の体験については、約 20人が利用した。 

・ 開催後、次年度の開催を期待する声も聞かれる

など、住民の参加意欲も高いため、今後町会の恒

例行事として定着を図りたい。 

・ また、納涼祭の開催を通じて、町会役員と若い

世代との交流の機会が生まれたことから、次年度

以降は実行委員を募集し、多世代の参画を促すと

ともに、将来の町会を担う人材の発掘・育成にも

つなげていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 行事を通じて、町会内の世代間交流を促進 

▼ 若い世代とのつながりを醸成し、将来の担

い手人材を発掘・育成 

 

 

 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 

事例３－４  

取組名 「納涼祭」の開催による世代間交流の促進 

町会名 宮田
み や た

中
なか

町会（松南地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,185 人 

・世帯数／537 世帯 

・高齢化率／23.4％ 

・町会加入数／400 世帯 

・隣組数／22組 

取組概要 

〇 町会住民の元気づくりと世代間の親睦・交流

の機会として、初めて「納涼祭」を開催 

○ 伝統行事の継承を図るため、子どもたちに青

山様、ぼんぼんの体験の機会を提供 

「納涼祭」の案内回覧 
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背景・課題 

・ 惣社区会は、惣社１丁目、惣社２丁目、惣社３

丁目の３町会で構成され、文化祭、納涼夏まつり、

ますつかみ大会、運動会など、３町会合同による

事業を数多く実施していた。 

・ 子どもを対象とする事業が多く、特に子ども会

役員の負担が大きいため、役員のなり手もなく、

事業の見直しが強く求められていた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ５年度、「町会行事あり方検討会」を発足。

月１回ほどの頻度で会議を開催し、各種事業の見

直しを行った。 

・ 検討会では、危険を伴う事業や参加者の多くが

役員で一般参加の少ない事業、選手集めが大変な

運動会・球技大会などについて、検討を行った。 

・ なお、検討に当たっては、廃止ありきではなく、

統合により効率的・効果的な事業ができないかも

含めて吟味することとした。 

・ 検討の結果、次年度以降の事業の方向性を次の

ように整理した。 

① ますつかみ大会は廃止 

② 文化祭と納涼夏まつりは一本化し、「惣社ま

つり」として開催 

③ 運動会は町会対抗種目等を行わず、種目数を

減らすなどの工夫により、時間を短縮 

④ 球技大会は種目を減らし、役員主体から競技

団体主体の運営に変更 

 

 

成果・今後の展望等 

・ 事業の見直しにより、動員日数や拘束時間が

減ったことで、役員の負担軽減につながった。 

・ これにより、子ども会役員も大きな混乱なく、

選出されるようになった。 

・ 「惣社まつり」には約 500 人の参加があり、作

品展示も多くの人が見学してくれるなど、事業統

合による相乗効果もあった。 

・ 運動会は縮小したにも関わらず、見直し前と同

じくらいの参加者があった。 

・ 役員の負担軽減は実現できたが、負担がまった

くなくなったわけではない。今後は「負担感」を

いかに減らすかを検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 性急に決めず、時間をかけてじっくり検討 

▼ 単純な事業廃止ではなく、統合による更なる

発展の可能性を模索 

 

 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 

事例３－５  

取組名 「町会行事あり方検討会」による行事の見直し検討 

町会名 惣社
そ う ざ

１丁目・２丁目・３丁目町会（本郷地区） 

町会 

データ 

※３町会合計 

・人 口／2,904 人 

・世帯数／1,304 世帯 

・高齢化率／22.9％ 

・町会加入数／865 世帯 

取組概要 

○ 「町会行事あり方検討会」を発足し、町会

行事の見直しを検討 

○ 文化祭、納涼夏まつりを一本化し、行事（惣

社まつり）としてリニューアル 

Ｒ６年度「惣社まつり」の様子 
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背景・課題 

・ 昔は常会ごとに新年会や花見などを行い、顔の

見える関係づくりができていたが、コロナ禍で活

動を自粛。町会や常会の必要な活動まで止めてし

まったことで、住民の町会離れを加速させている。 

・ 一度中断した町会行事の復活は、時がたてばた

つほどハードルが高くなるため、早めに手を打っ

ていく必要がある。 

 

経過・取組内容 

① 行事の復活・リニューアル 

・ 高齢者クラブ（Ｒ４年度に解散）が実施してい

た日帰りバス旅行を、Ｒ６年から町会の福祉事業

として引継ぎ実施。 

・ コロナ禍以降中止していた「常会対抗カラオケ

大会」は、Ｒ５年度から「町会カラオケ愛好者の

集い」として再出発した。 

・ 従来、会員のみを対象に実施していたグランド

ゴルフ大会を、常会対抗の大会に変更し、誰でも

参加できるものにした。 

② 町会イベントクーポン券の配布 

・ Ｒ４年度以降、コロナ禍の最中に町会に新規加

入した２７世帯に対し、Ｒ７年度に「町会イベン

トクーポン券」（世帯当たり年間２千円分）を配

布した。 

・ クーポン券は、夏まつりやカラオケ大会などの

町会行事の際に利用でき、行事への参加を促すこ

とを目的としたもの。 

③ 町会長特別補佐の任命 

・ Ｒ６年度末、若年層の町会参画を促すため、小

学生２名を「町会長特別補佐」に任命し、７年度

総会の際、手作りの缶バッジと委嘱状を手渡した。 

・ ２名のうち 1名は、夏まつりの司会進行と大声

大会の補助を担い、カラオケ大会にも参加してく

れた。また、もう 1名は、夏まつりのクイズラリー

の企画運営を担った。 

・ 小学生が出題するクイズやなぞ解きは、町会役

員会の際にも提供され、資料に入れて配布されて

いる。 

 

成果・今後の展望等 

・ 町会に対する関心が低下する中、現在に見合っ

た形で行事を復活させることで、新たな参加者の

獲得や世代を越えたコミュニケーションの機会が

生まれている。 

・ 夏まつりの際、実際にクーポン券を持った人が

来場するなど、町会活動への参加意識を高めるこ

とができた。 

・ 子どものときに町会と関わった経験は、将来の

糧になるため、町会長特別補佐の任命は、未来へ

の「種まき」 

 

【ポイント】 

▼ 既存の行事を現在に見合った形で再生 

▼ 若年層の参画機会を設けることで、未来の

担い手を育成 

 

 

 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル 

事例３－６  

取組名 町会イベントクーポン券の配布等による町会の活性化 

町会名 寿白 川
ことぶきしらかわ

町会（寿地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,634 人 

・世帯数／704 世帯 

・高齢化率／28.8％ 

・町会加入数／397 世帯 

・常会数／９常会 

・隣組数／44組 

取組概要 

○ コロナ禍で途絶えていた行事を復活・リ

ニューアル 

○ 「町会イベントクーポン券」の配布や

「町会長特別補佐」の任命など、独自のア

イデアで町会の活性化を図るもの。 
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町会イベントクーポン券の説明資料（寿白川町会総会資料より） 

町会役員会に提供された「謎とき」 

新規転入者に配布された「町会イベントクーポン券」 
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 ３ 行事の廃止・統合、リニューアル等 

事例３－７  

取組名 町会行事のあり方検討 

町会名 波田
は た

21 区町会（波田地区） 

町会 

データ 

・人 口／72人 

・世帯数／30世帯 

・高齢化率／47.2％ 

・町会加入数／27 

・隣組数／４ 

取組概要 

〇町会行事のあり方について、住民アンケート

を実施。アンケートの結果を踏まえ、行事の

見直しを実施 

背景・課題 

・ 町会内の人口・世帯数の減少もあり、町会行

事を主催しても参加者が少ない。行事を担うボ

ランティアの数も減っている。 

・ このような状況から、町会行事のあり方を見

直す必要があった。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ５.１２に町会役員が集まり、行事のあり

方を検討するため、Ｒ６.２に住民に対しアン

ケート調査を実施することにした。 

・ アンケートは、以下の調査項目に対し、「実

施する、実施しない」のいずれかを選択する形

式とした。 

（調査項目） 

①新年会 ②敬老会 ③婦人部 ④三九郎 

⑤拓魂祭 ⑥高齢者クラブ ⑦マス釣り大会 

⑧バス旅行 ⑨草刈り等 

・ アンケート結果を基に、町会役員で各行事の

今後の方針を検討。今後の行事のあり方を次の

ようにまとめ、総会で審議し、了承を得た。 

（今後の行事のあり方） 

①新年会…懇親会は行わず、顔合せのみとし、町

会長が新年の祝辞を述べて終了とする。 

②敬老会…中止とし、記念品・お弁当を配布する。 

③婦人部…廃止とする。 

④三九郎…継続実施する。子どもがいることから、

子ども会育成会と公民館が協力して実施する。

保護者等の負担を軽減するため、夜間の開催か

ら日中の開催に時間帯を変更する。なお、三九

郎の枠作りは重労働であることから町会も協力

する。 

⑤拓魂祭…規模を縮小して実施する。 

⑥高齢者クラブ…つつじヶ丘霊園の清掃等活動は

行わない。 

⑦マス釣り大会…ため池の桟橋が老朽化している

ことから、マス釣り大会は廃止とし、代わりに

子どもが楽しめる、マスつかみ大会に変更する。 

⑧バス旅行…中止とする。 

⑨草刈り等…ため池周辺・点在する空き家周辺の

清掃、水路の土砂上げ等は重労働なことから、

必要最低限とし、活動場所は別途定める。 

 

成果・今後の展望等 

・ 行事の廃止や規模の縮小により、町会役員の

負担を軽減することができた。 

・ その一方で、子どもの行事を大事にし、継続

的に実施することで、世代間の交流を図ること

ができる。 

・ アンケート調査及び総会の開催により、全住

民の合意を形成することができ、地域を見直す

きっかけ作りとなった。 

 

 

【ポイント】 

▼アンケート調査から住民ニーズを把握すると

ともに、検討結果を町会内で共有、合意形成 

▼町会として方針（子ども行事を重視）を明確

にすることで、活動を重点化 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

項目４ 業務の可視化、効率化、負担軽減 



 

 

 ４ 業務の可視化、効率化、負担軽減 

事例４－１  

取組名 エクセル活用及び月次確認による会計事務の効率化・明瞭化 

町会名 中条
なかじょう

東
ひがし

第 1町会（第二地区） 

町会 

データ 

・人 口／59人 

・世帯数／35世帯 

・高齢化率／42.4％ 

・町会加入数／33世帯 

取組概要 

〇 会計処理について、エクセルによる出納表

等を整備し、年度末の資料作成等を省力化 

〇 毎月末に月次確認を受ける仕組みを確立 

背景・課題 

・ 当町会の会計処理は、町会長が会計から必要

経費を預かり支出する形で、管理はおもに紙

ベースで行われていた。 

・ 監査は年度末にまとめて実施するため、総会

前になると領収証の確認や金額の突合に多くの

時間を要し、役員の心理的負担も大きかった。 

・ 特に、会計の締め処理と監査が集中する時期

は作業が煩雑になり、本来注力すべき活動に十

分な時間を割けない状況が続いていた。 

・ また、会計業務が担当者の経験や勘に頼る部

分もあり、引継ぎへの不安も課題となっていた。 

 

経過・取組内容 

・ こうした状況を改善するため、現町会長が会

計を務めていた時期に、会計業務の効率化・明

瞭化に着手した。 

・ 具体的には、「町会長預かり金出納表」をエ

クセルで作成し、日付、金額、項目、領収書番

号、詳細内容を入力する仕組みを整えた。 

・ 入力作業に要する時間は月に 10分程度。月末

には町会長と会計が約 10分で照合作業を行い、

確認を受ける流れを定着させた。 

・ また、「年間出納一覧表」と「収支決算書」

も作成し、出納表データを自動反映させている。 

・ なお、各シートは、旧バージョンのエクセル

で作成し、特別な操作を必要としない仕様とす

ることで、誰にでも引き継げる形とした。 

 

 

 

成果・今後の展望等 

・ これらにより、「いつ・何に・いくら使った 

のか」が一目で分かるようになり、会計の見え

る化が図られた。 

・ 毎月確認することで誤りをその都度修正でき、

問題の先送りを防いでいる。 

・ 月次データは、年間一覧や総会の収支決算報

告書に自動反映され、そのまま資料として活用

できるため、年度末の資料作成の省力化にもつ

ながった。 

・ 月次確認を行うことで、年度末に作業が集中

することがなくなり、監査に要する時間も大幅

に短縮できた。月次確認という小さな習慣が、

総会前の安心感につながっている。 

・ また、会計の透明性が高まったことで役員間

の信頼が向上するとともに、「会計が大変だか

ら役員は難しい」という心理的ハードルの軽減

にも寄与している。 

・ 一方で、継続のためには人材育成が必要であ

る。今後は操作方法の共有やマニュアル化を進

め、誰が担当しても回る仕組みとして効率化・

省力化を定着させていきたい。 

 

【ポイント】 

▼ 会計業務の効率化により、役員の負担軽減 

▼ 月次確認を仕組み化し、会計の正確性・透

明性を確保 
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背景・課題 

・ 当町会は町会内を３班に分け、人口バランス

を考慮して役員を選出してきたが、加入世帯数

の減少や住民の高齢化により、一つの班に偏っ

た役員選出が顕著になっていた。 

 

経過・取組内容 

・ 役員選出の平準化及び負担の分散化を図るた

め、４役会（町会長、副町会長、会計、総務）

において、町会長選出の輪番制の試行を決定し、

Ｒ７年度から実施。 

・ これまで、町会長はＡ班から長年選出されて

いたが、現在の町会長はＢ班から選出、次期は

Ｃ班からとなるようにした。 

・ なお、当町会では、町会長を務めたあと、副

町会長として、後任町会長をサポートする体制

としている。 

・ 輪番制とした場合、他の町会役員を経験せず

に町会長に選出される可能性もあるため、誰も

が、初めてでも町会長を務められるよう、業務

内容のマニュアル化を進めることとした。 

・ 業務ごとに必要な書類を整理するとともに、

行政を含む関係機関との関わりやその対応時期

を整理し、年間スケジュールも作成。 

・ 例えば「この手続きは、いつごろ市から依頼

が来て、何を準備し、いつ頃までに提出する」

といったことが一目で分かるようにした。 

・ 整理した項目は次のとおり。 

① 町内公民館整備補助金 

② 町会運営活動費交付金 

③ 町会長報告 

④ 地域福祉活動推進事業交付金 

⑤ 町会規約、防災規約及び防災計画 

⑥ 認可地縁団体関係 

⑦ 防犯灯関係、防犯灯管理台帳 

⑧ 町会への加入促進関係 

⑨ 総会資料、緊急連絡先情報 

・ 必要書類を市ホームページからダウンロード

したほか、過去の記録や留意事項もデータ化 

・ これらは、総務の個人ＰＣにおいて管理。引

継ぎ時に限らずいつでも参照可能としている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 輪番制の導入により、役員選出の偏りがなく

なり、班ごとの負担が平準化された。 

・ 業務内容のマニュアル化、スケジュール化、

デジタル化は実施したが、書類や引継ぎ時の説

明だけでは、理解しきれないものもある。 

・ 「誰もができる町会長」を実現するためには、

行政機関による支援はもちろん、町会内のサ

ポート体制の構築が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 業務の可視化、効率化、負担軽減 

事例４－２  

取組名 「誰もができる町会長」を目指して（業務内容のマニュアル化等) 

町会名 丸の内
まるのうち

町会（中央地区） 

町会 

データ 

・人 口／74人 

・世帯数／34世帯 

・高齢化率／47.3％ 

・町会加入数／47世帯 

・班（隣組）数／３班 

取組概要 

○ 一部の班から偏って選出されていた役員選

出を平準化 

○ 誰もが町会長を担えるよう、業務内容や必

要書類を整理し、マニュアル化等を実施 

【ポイント】 

▼ 業務内容の見える化やサポート体制の充実

により、町会長の事務的、心理的負担を軽減 
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背景・課題 

・ 隣組は 42ある。組長は１年任期の輪番制で、

防災や衛生など７つの部の正副部長を分担して

いる。正副部長の選出は、各部内で調整してい

る。 

・ Ｒ６年度に、役員をやりたくないからという

理由で１つの自治組（マンション）が町会を離

脱した。町会活動をやりたくないというのが理

由。 

・ これまでも役員の負担軽減を図ってきたが、

なるべく組長の負担軽減を図ってきたがその分、

町会長に負担が集中している為、町会長の負担

軽減を検討している。 

 

経過・取組内容 

・ 町会費の徴収について、８年前から口座引き

落としを導入している。各自治組長や組長が個

別に訪問して集金する手間を省くのと、取りま

とめた高額なお金を扱う会計役の事故の回避を

趣旨としている。 

・ 町会加入者のほぼ６割が口座引き落としにし

ている。 

・ Ｒ６年度の実績では、町会費の金額全体の約

55.3％が口座引き落としによる。 

・ 口座引き落とし以外では、振込によるものが

28.7％、集金によるものが 16.0％となっている。 

・ 二つの金融機関と契約し、手数料は１件当た

り55円。これとは別に、法人向けインターネッ

ト・バンキングの手数料（月 3,300 円×12 月＝

年間 39,600 円）が掛かっている。 

・ 同じ支店内であれば振込手数料が無料な点や

銀行まで出向く必要がない点などの利点がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果・今後の展望等 

・ 自治組長や組長、会計など役員の負担軽減に

なっている。 

・ 口座引き落としの利用に当たり経費（手数料）

も発生しているが、それ以上に負担軽減の効果

が大きいと認識されている。 

・ 今後も負担軽減の検討を継続しつつ、口座引

き落としの利用促進も図りたい。 

 

 

 

 

 

 ４ 業務の効率化・負担軽減 

事例４－３  

取組名 町会費の銀行口座引き落としによる役員の負担軽減 

町会名 芳川木工
よしかわもっこう

町会（芳川地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,404 人 

・世帯数／712 世帯 

・高齢化率／24.7％ 

・町会加入数／441（個人） 

・自治組数／ ６自治組 

・隣組数／ 42 組 

取組概要 

○ 町会役員の負担軽減の一環として、８

年前から町会費の口座引き落としを導入

し、町会加入者の約６割が利用 

【ポイント】 

▼ 町会費の口座振替により、自治組長や組

長、会計の業務負担を軽減 

集金

16%

振込

29%

引落し

55%

芳川木工町会 町会費の集金手段別割合

（金額ベース）
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背景・課題 

・ 当町会は、Ｈ１に完成した市営住宅団地のみ

の町会で、少子高齢化が進んでいる。 

・ 役員をお願いすると「（市住から）退去する」

という人もいる。若い人には、町会の必要性が

理解されていないため、断られることが多い。 

・ 昔は、地区の行事やそのあとの懇親会等で親

睦を深めていたが、音頭を取ってくれる人の高

齢化や転出もあり、機会がなくなっている。 

・ 月１回第３日曜日の朝、市住周辺の草刈りを

実施しているが、範囲が広いため追いつかず、

除草剤を購入してほしいという棟もある。草刈

りに出てくるのはほとんど女性で、担い手の確

保が課題となっている。 

 

経過・取組内容 

・ 草刈り１回につき出不足金 1,000 円を徴収し

ていたが、「出不足」というマイナスのイメー

ジを払拭しようと、Ｒ７年度から「協力金」と

いう名前にした。 

・ 労力を提供できなくてもお金で「協力する」

という意味。 

・ 基本的には１回 2,000 円だが、あくまで任意

の「協力金」のため、最低 500 円とした。集め

た協力金はプールし、各棟に 10,000 円ずつ支出

した。 

・ 分配した協力金の使途は、草刈りに出てくれ

た人たちの飲物の購入でもよいし、除草剤を購

入する費用に充ててもよいこととし、各棟で草

刈りのための費用として自由に使えるようにし

た。 

 

成果・課題 

・ 出不足金は、会計上「雑入」として処理され

ていたため、何に使われているのか分からない

状態だったが、草刈りの費用に充てることが明

確になった。 

・ また、集めた協力金を各棟に分配し、使い道

を任せたことで、各棟の実情に合わせて支出で

きるようになった。 

・ 上記の２点により、町会員からは好意的に受

け止められている。 

・ 「労力提供する人」に「お金で協力する人」

を加えることで、結果的に参加者が増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 業務の可視化、効率化、負担軽減 

事例４－４  

取組名 草刈り作業の「出不足金」の見直し 

町会名 寿 竹 原 町
ことぶきたけはらちょう

町会（寿地区） 

町会 

データ 

・人 口／165 人 

・世帯数／101 世帯 

・高齢化率／38.2％ 

・町会加入数／80世帯 

・常会数／４（棟） 

・隣組数／15組 

取組概要 

○ 月 1 回の草刈り作業について、従来の

「出不足金」を見直し、「協力金」に変更 

○ 集めた協力金の使途を草刈りの費用に限

定し、各棟の実情に合わせて柔軟に支出 

【ポイント】 

▼ 「出不足金」を任意の「協力金」に変更

し、支出を見える化 

▼ 各棟に使途を任せることで有効に活用 
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背景・課題 

・ 夏の球技大会は、町会全住民参加の大規模イ

ベントだったが、コロナ禍を機に労力と予算の

負担が問題となった。 

・ また、住民の高齢化と若者の減少により参加

者が少なくなった。 

 

経過・取組内容 

・ 上記の状況を踏まえ、Ｒ２.１２に球技大会

の継続について、住民アンケート調査を実施し

た。アンケートは「①存続、②廃止、③新たな

企画、④関心なし、⑤その他」から選択するも

のとし、結果はＲ３.１に報告した。 

・ 町会役員とは別にアンケート結果を検討する

会として、Ｒ３.３の総会において「小室町会

を考える会」の設置を決定 

・ 町会内４地区から、各４名（内女性１名）を

選出した。また、現町会役員は会には参加せず、

前町会長が会長として参加した。 

・ 会では、町会行事のあり方のほか、町会費や

各種団体への助成金等、町会運営の懸念事項に

ついても検討することとした。 

・ 会議は毎月開催（計７回）。各回１～２議題

を検討し、Ｒ４.１に検討結果をまとめた報告

書を町会へ提出。報告内容を町会役員（組長会）

で検討し、方針（案）をまとめた。 

（考える会、組長会による検討結果） 

① 大規模イベントについて 

新たなイベントの実施も難しいことから中止 

② 婦人部について 

行政からの依頼業務、地区行事への参加等も

あるため、婦人部とともに時間をかけて対応 

③ 敬老会について 

参加者が少ないため、お祝い品の贈呈に変更 

④ 町会費について 

町会費の支払いが困難な住民には、減免措置

を周知。また、事業の見直しにより経費削減が

見込まれるため、町会費の減額を検討 

⑤ 各種団体への助成金について 

助成金の利用実績を調査し、次年度、対象団

体及び助成額を検討 

・ Ｒ４.３の総会において、方針（案）を議題

とし、承認を受ける。 

・ Ｒ４年度中に未調整項目を検討し、Ｒ５．３

の総会で、以下の項目について承認を得た。 

① 婦人部について 選出人数を削減 

② 助成金について 団体毎に助成額を提示 

③ 町会費について 事業削減経費及び団体助

成金を精査した上で、減額（案）を提示 

 

成果・今後の展望等 

・ 事業の縮小や各種団体への助成金の見直しに

より、町会役員等の負担軽減や経費節減を図る

ことができた。 

・ 一部の球技（マレットゴルフやゲートボール）

は、愛好会が継続して行っている。 

【ポイント】 

▼ 役員以外での検討組織（考える会）を設置

したことで、固定概念にとらわれず、集中的

に検討 

 ４ 業務の可視化、効率化、負担軽減 

事例４－５  

取組名 小室町会の今後を考える会 

町会名 小室
お も ろ

町会（梓川地区） 

町会 

データ 

・人 口／480 人 

・世帯数／190 世帯 

・高齢化率／45.4％ 

・町会加入数／159 世帯 

・隣組数／16 

取組概要 

〇 球技大会の存廃に関するアンケート調査を

契機に、検討組織（小室町会の今後を考える

会）を設置し、町会の運営改善を推進 
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背景・課題 

・ 当町会は世帯数が多いため、町会を４ブ

ロック（ブロック名：東西南北）に分け、各

ブロック長が隣組長へ広報紙等の配布を依頼

している。 

・ 特に、南ブロックの配布世帯数は100世帯を

超え、他のブロックの約２倍であることから、

南ブロック長の負担が著しい。 

 

経過・取組内容 

・ 南ブロック長の配布負担を軽減するため、

正副町会長で、ペーパーレス化を目的とした

デジタル回覧版アプリの導入を検討 

・ Ｒ６年度、町会役員で配布物のデジタル配

信について検討し、Ｒ７.２に広報等の必要・

不要に関するアンケート調査を行った。 

・ 結果は、加入世帯数500戸超のうち、「必要」

との回答が249戸、「不要」との回答が240戸

と、ほぼ同数であった。 

・ 当初アプリ導入を検討したが、アプリの使

用が困難な高齢者が多く、紙配布希望者が多

いこと、アプリ導入に経費が掛かることなど

から、町会の総意を得ることはできないと判

断し、アプリ導入は見合わせた。 

・ Ｒ７年度の総会で、紙の不要者には配布を

止めることを議題として提案し、了承された。 

・ デジタル情報については、市ホームページ

内の「地域の掲示板」にデータを掲載してい

る。掲載は副町会長が行い、町会内の周知事

項を市ホームページから登録（申請）してい

る。 

・ なお、回覧物については、紙不要者も含め

全世帯に回覧している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 全戸配布数がほぼ半分になり、隣組長の負

担軽減に大いに役立った。 

・ 当初、紙資料の配布は「不要」と回答した

が、後に「必要」に変更した加入者もいた。

アプリ利用の困難な高齢者が少なくなる 10 年

後には、デジタル化に進む可能性がある。 

・ 紙配布の部分的な取り止めに伴い、市に申

告する配布物の必要部数を減らしたが、内容

によっては、全戸に紙配布したい資料もある。

その場合、地域づくりセンターにその都度資

料の追加を依頼しなければならず、弊害が生

じている。（全戸配布が必要な資料を把握す

る必要がある） 

 

 

 

【ポイント】 

▼ デジタル利用について、全体の同意が得

られない場合も、部分的な実施によって、

配布物に係る負担を軽減 

 

 ４．業務の可視化、効率化、負担軽減 

事例４－６  

取組名 広報等、紙資料の全戸配布の削減 

町会名 波田
は た

22 区町会（波田地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,621 人 

・世帯数／723 世帯 

・高齢化率／29.2％ 

・町会加入数／505 

・ブロック数／４ 

・隣組数／58 

取組概要 

〇 広報等の配布について、要・不要の住民ア

ンケートを実施。「不要」とした世帯には紙

配布を停止し、配布に係る負担を軽減 

〇 周知事項は、市ホームページ内の「地域の

掲示板」に掲載 
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項目５ 町会業務のデジタル化 



 

 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－１  

取組名 町内公民館へのスマートロック設置及び運用 

町会名 和泉町
い ず みま ち

１丁目町会（城東地区） 

町会 

データ 

・人 口／250 人 

・世帯数／142 世帯 

・高齢化率／24.0％ 

・町会加入数／63世帯 

・常会数／なし 

・隣組数／８組 

取組概要 

〇 町内公民館の鍵の貸し出しに掛かる役員

及び利用者の負担軽減や利便性の向上等を

図るため、町内公民館にスマートロックを

設置し、運用するもの。 

背景・課題 

・ 町内公民館を利用するには、施設を管理する

役員に対し、利用予約の受付と鍵の貸出しを依

頼し、役員宅へ鍵を受取りに行く必要がある。

また、利用後は鍵の返却も必要となる。 

・ 上記の一連の手続きが、役員並びに利用者双

方の負担となっているため、気軽に公民館を利

用してもらえず、利用率の低迷や住民同志の交

流の減少につながっていると考えられる。 

 

経過・取組内容 

・ 既存の玄関戸（引戸）に電池式スマートロッ

ク機材を設置した。（写真を参照） 

・ スマートロックの管理は、町内公民館に整備

したテレビ松本の光回線を使った Wi-Fi に接続

し行っている。 

・ スマートロックの解錠は、ＬＩＮＥのビジネ

スアカウントを利用している。 

・ お友だち追加した利用者から利用予約を受け

付けると、管理者は期限限定パスワード（６桁）

を利用者に送信。利用者は受信したパスワード

を入力して解錠する。 

・ 当初は、スマートロックの設置に関して役員

会での理解が得られなかった。理由は、従来の

鍵が使えなくなることを心配したためだが、既

存の鍵もそのまま使用できることが伝わると承

認が得られた。 

 

 

成果・今後の展望等 

・ スマートロックの導入により、利用予約や鍵

の解錠がＬＩＮＥ上で完結し、直接的な鍵の貸

し借りが解消されたため、役員並びに利用者の

負担が軽減された。また、利用率も上昇傾向に

ある。 

・今後、管理・運用する役員が任期等により交代

した場合の対応を定めておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 町内公民館のデジタル化を進め、役員及び

利用者の負担軽減と利用率向上を図る。 

  

（玄関戸に設置されたスマートロック機器） 
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背景・課題 

・ 近年、急速に宅地化が進んだことで、町会加

入世帯数は千を超え、町会内の情報共有が難し

くなっていた。 

・ 町会人口が増加する中、新型コロナウイルス

感染症の拡大を機に、対面に代わる情報伝達手

段の必要性を感じていた。 

・ また、数年前から、災害時の安否確認が一斉

にできる方法を模索していた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ２に、上の課題を解決する手段として、当

時の役員の勤務先で利用されていた安否確認シ

ステム「オクレンジャー」の導入を検討した。 

・ 災害時の安否確認だけでなく、日常の事務連

絡や防災・防犯情報の発信にも活用できること

から、検討の結果、導入を決定。 

・ なお、当町会では、町会員名簿に代わるもの

として、居住者が分かる紙マップを作成し、各

組長に配布している。 

・ これらの紙マップとオクレンジャーとを併せ

て運用することで、有事の際、支援が必要な人

を速やかに特定できるようにした。 

 

成果・今後の展望等 

・ Ｒ７年度現在のオクレンジャー登録世帯数は、

700 を超えているが、1,000 世帯を目標としてい

る。 

・ 独居高齢者や携帯電話を持たない住民につい 

ては、他地域に住む家族等が登録することで情

報を共有しているが、遠方の家族から「父の体

調が悪いようなので確認に行って欲しい」とオ

クレンジャーを介して連絡が入り、対応につな

がった例もあった。 

・ オクレンジャーの活用により。町会が住民の

安心・安全確保に寄与することで、住民の町会

の必要性に対する意識変化にもつながっている。 

・ 現状、オクレンジャーの利用に年間 24万円程

かかっているため、今後市が別のアプリ等を推

奨する場合、そちらへ移行することも考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－２  

取組名 安否確認システム「オクレンジャー」の活用 

町会名 並
なみ

柳
やなぎ

町会（庄内地区） 

町会 

データ 

・人 口／3,687 人 

・世帯数／1,731 世帯 

・高齢化率／20.9％ 

・町会加入数／1,270 世帯 

・隣組数／32組 

取組概要 

〇 災害時の安否確認や防災・防犯情報等

の発信を目的として、安否確認システム

「オクレンジャー」を導入 

【ポイント】 

▼ 安否確認システムを普及・活用により、地

域の安心・安全の確保 

オクレンジャー

の送信履歴画面 

システム導入の案内 
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背景・課題 

・ 当町会では、防災連絡網を整備し、防災訓練

を実施していたが、実際に災害が起こったとき

に、これらが本当に機能するのか疑問があった。 

・ そのため、デジタルを活用した新たな防災シ

ステムの立ち上げが必要と考えた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ４年度に「北小松防災力向上委員会」を立

ち上げ、防災意識の向上とデジタル化の推進を

図るため、外部講師による防災学習会及びデジ

タル（スマートフォン・パソコン）学習会を開

催した。 

・ Ｒ４年度、市の地域づくりセンター強化モデ

ル事業の一環として交付された地域自治支援交

付金を活用し、町会ホームページを作成すると

ともに、町会専用ＬＩＮＥ公式アカウントを開

設した。 

・ 町会ホームページでは、町会配布・回覧文書

を掲載して情報発信を行った。 

・ 一方、ＬＩＮＥ公式アカウントでは、町会か

らの情報発信だけでなく、災害時にＬＩＮＥで

安否確認ができる仕組みを整え、防災訓練にも

活用することとした。 

 

成果・今後の展望等 

・ ホームページ及びＬＩＮＥ公式アカウントの

開設により、災害時の安否確認等が迅速になる

と同時に、平時の情報発信も容易になった。 

・ 現在、ＬＩＮＥ公式アカウントの登録数は、

400 程度に留まっているため、更に多くの住民

に登録してもらえるよう、取組みが必要と感じ

ている。 

・ ホームページ運用のマニュアル等を作成し、

引継ぎができるよう準備をしているが、デジタ

ル人材の後継者づくりが課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 新たな防災システムの整備を通じて、

町会のデジタル化を推進 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－３  

取組名 防災システムの構築を切り口としたデジタル化の推進 

町会名 里
さと

山辺
や ま べ

北
きた

小松
こ ま つ

町会（里山辺地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,597 人 

・世帯数／725 世帯 

・高齢化率／26.4％ 

・町会加入数／523 世帯 

・常会数／３ブロック 

・隣組数／47組 

取組概要 

○ 北小松防災力向上委員会を設立し、防

災学習会やデジタル学習会を開催 

○ 町会ホームページとともに町会専用Ｌ

ＩＮＥ公式アカウント開設し、ＬＩＮＥ

を活用した安否確認訓練を実施 

ホームページ及びＬＩＮＥ公式 

アカウント開設の案内（回覧） 
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背景・課題 

・ 新型コロナウイルスが拡大した際、接触感染

の懸念から回覧板が回せなかったり、顔を合わ

せた会議が開けなかったりと、町会活動の様々

な場面で支障が生じた。 

・ 役員については、常会の輪番制になっている

が、勤めがあるため 70歳を過ぎないと受けられ

ないという人も多い。 

・ 人を出せないことを理由に、常会ごと町会を

脱退する例もあり、「勤めていても役員が務ま

る」環境づくりが大きな課題となっている。 

 

経過・取組内容 

・ 当町会では、コロナ禍による制限をデジタル

化でカバーすることとした。 

・ ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ（以下「ＬＷ」）を採

用したのは、次のような理由から。 

① ＬＩＮＥは使い慣れている住民が多い。 

② 「私的な情報につながらない」「なりすま

しの防止ができる」など、ＬＩＮＥの欠点を

克服している。 

③ 「誰が読んだか」が個人単位で分かり、未

読者へのフォローがピンポイントでできる 

④ 電話番号を知らせなくてもつながることが

できる。 

・ Ｒ２は正副町会長を含めた４人で試験的に導 

入し、Ｒ３には常会長 11人を加え、役員会の

連絡網をデジタル化した。 

・ ＬＷでは、役員会前の四役の相談、会議開催 

の通知、資料共有などに使用している。 

・ 通知や資料共有のための「掲示板」、行事予

定の共有のための「カレンダー」、安否確認や

出欠確認のための「アンケート」などの機能も

活用している。 

・ 中山地区では、当町会の取組みを受け、「な

かやまＬＷでつながる会」を中心に、地区内全

町会に拡大し、現在 190 人以上が登録。 

・ プランは、非営利団体向けのプラン（最大

1,000 人まで無料、ストレージ 50ＧＢ）を利用

している。 

・ 地区では、毎月第２金曜日にコーヒーを飲み

ながら、スマホの基本からＬＷの使い方を学ぶ

「ワイワイスマホ」を開催し、デジタル格差を

解消するための取組みも進めている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 地区内では、役員間の相談等に積極的に活用

され、紙資料作成の労力や会議の回数縮減につ

ながっている。「役員間の相談やコミュニケー

ションが格段に進んだ」という町会長もいる。 

・ 今後も地区・町会の「情報伝達の迅速化」

「運営の効率化（ペーパーレス化）」「地域の

つながりの確保」を進めていきたい。 

 

【ポイント】 

▼ デジタル化により、役員の負担軽減や住民

間のコミュニケーションを促進 

▼ 単一町会の取組みを地区全体に波及 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－４  

取組名 ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳの活用による町会活動のデジタル化 

町会名 中山埴原北
なかやまはいばらきた

町会（中山地区） 

町会 

データ 

・人 口／580 人 

・世帯数／242 世帯 

・高齢化率／40.5％ 

・町会加入数／176 世帯 

・常会数／11常会 

・隣組数／27組 

取組概要 

○ コロナ禍を機にＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ

を導入し、町会内の連絡・相談・情報共

有等に活用 

○ 現在、町会の取組みは地区全体に波及 

▲棚峯町会 放水訓練の様子 
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中山地区での「ワイワイ スマホ」 
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背景・課題 

・ 寿田川町会は、宅地開発により平成 12年に

発足した新しい町会。分譲地の抽選で入ってき

た当時の 30 代現在が現在は 50代になり、その

子どもの世代が同居している世帯が多い。年齢

階層別人口（右記グラフ）を見ても 50代と 10

代後半から 20代前半にピークがあり、その他は

少ない構成になっている。 

・ 町会長の選出は、立候補がいない場合に各常

会から候補者を出す。候補者が話し合い、調整

できない場合はくじ引きで決める。公民館長な

どは常会の持ち回りになっている。 

・ 最近は役員ができない、役が回ってきたから

町会を辞める、と言う人も出てきている。 

・ 担い手となる人材の発掘や育成に関しては、 

仕組みとしてはなく、情報を集めている段階 

 

経過・取組内容 

・ 町会業務のデジタル化に関しては、「町会デ

ジタル委員会」を発足させ、会計や副町会長に

も入ってもらって、いろんな意見を言っても

らっている。課題を議論したり、町会としての

方向性を出したりしている最中。 

・ 町会長の提案で委員を募集したところ、一般

の住民から3人が参加に手を挙げた。仕事でホー

ムページを作成しているという 20 代の人も参加

している。 

・ 委員会の中では、町会の抱える現在の課題を

洗い出し、分類したうえで、それぞれの対応策

について、デジタル化を進めることで解決でき

る事項を拾い、解決方法に見合うソフトを探す

作業と、 課題を踏まえてのツールにおける機

能の洗い出し作業を行っている。機能としては

大きく分けて①迅速性はなく町民からのアクセ

スが主体のもの、②迅速性が必要でプッシュ通

信が必要なもの、と整理して検討をし、これら

を踏まえたうえで、各ソフトがこの条件に対応

するかどうかの検討を行っている。 

・ 先進町会の一つである北小松にも行って話を

聞いてきた。 

・ 「Jichi Navi」は町会として実施したいこと

と合致しているが、個別の設定をしないといけ

ないなどの「面倒くささ」はある。 

 

成果・課題 

・ 継続的に委員会で検討しながら、令和 8 年度

は実際に作り込むフェーズに入る。20 人ぐらい

で試行できれば良いと考えている。 

・ 持続可能にするには、運営する側の担い手を

作る必要と、使ってもらう人を増やす必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－５  

取組名 町会役員の負担軽減等に向けた取り組み  

町会名 寿田川町会 

町会 

データ 

・人 口／663 人 

・世帯数／236 世帯 

・高齢化率／15.99％ 

・町会加入数／227 世帯 

・隣組数／26 

取組概要 

町会業務のデジタル化を推進するにあたり、

「町会デジタル化委員会」を設置し、委員も公

募した。検討にあたっては、様々な観点から分

析を勧めている。 

【ポイント】手上げで委員を募集したうえで町

会デジタル委員会を組織し、町会が抱える課題

を様々な観点からを検討し、それに対応するア

プリソフトを検討している点 
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🔻町会の課題の分類とツールの条件分析 

▲町会の課題を踏まえ
たツールの機能･条件
の分類と条件の分析 

◀ツールの条件に対する
各ソフトの対応状況の分
析一覧（一部抜粋） 
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背景・課題 

・ 当町会では、30 年ほど前の団地分譲当時の入

居者が一斉に高齢になり、今後 10年で更に高齢

化の進行が予想される。 

・ 加えて、高齢者の就業率の上昇や空き家の増

加等により、町会役員の担い手が減少し、町会

運営が難しくなることも懸念されている。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ６年度下期から、役員のグループ討議を行

い、Ｒ７年度は、町会活動の負担軽減策の３本

柱として、①市依頼事業の見直しを要望、②町

内会活動（役員を含む）の見直し、③配布物・

回覧・連絡のデジタル化推進、を掲げて検討し、

方向性を示したうえで、次年度役員会に引き継

ぐこととしてきた。 

・ ②については、役員会で検討した結果、Ｒ９

年３月末までの２年間は料金無料という点から、

デジタル回覧板アプリ「Ｍｙ自治会」を利用す

ることとした。 

・ 「Ｍｙ自治会」の機能は、次のとおり。 

① 回覧板機能 

② アンケート機能 

③ 自治会費オンライン集金機能 

・ Ｒ７.６月から役員 14 名で試験導入を開始し、

９月に登録方法説明会を開催して、全戸を対象

とした試行運用を開始した。 

・ なお、紙による回覧、通知は従来どおり継続

している。 

成果・今後の展望等 

・ Ｒ８.１月現在の登録者数は 83 名、戸数集計

では、65 戸／121 戸と約 54％の世帯が登録して

いる。 

・ デジタル回覧板として、９月から１月末まで

に、毎月の配布物の回覧や町会行事のお知らせ

など 93件（回覧 59 件、役員会関係資料 17 件、

その他活動報告 17件）を発信した。 

・ 利用者から

は、「在宅し

ていなくても

即時に回覧内

容を確認でき

る」「過去の

回覧をあとか

ら見返すこと

ができる」な

ど、利便性に

関する前向き

な意見が寄せ

られている。 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 無料アプリを活用することで、回覧・連

絡のデジタル化を無理なく検証 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－６  

取組名 回覧板アプリ「Ｍｙ自治会」を活用した回覧・連絡のデジタル化 

町会名 島内
しまうち

ウッドタウン小宮
こ み や

町会（島内地区） 

町会 

データ 

・人 口／334 人 

・世帯数／135 世帯 

・高齢化率／42.8％ 

・町会加入数／135 世帯 

・常会数／５常会 

・隣組数／20組 

取組概要 

〇 デジタル回覧板アプリ「Ｍｙ自治会」を試

験的に導入し、町会内の回覧、行事のお知ら

せ、役員会資料などを発信 

「Ｍｙ自治会」

のホーム画面 
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背景・課題 

・ 近年、全国各地で地震や豪雨災害などの自然

災害が頻発し、地域での見守り体制の重要性が

増す中、緊急時の迅速な情報伝達や見守り活動

の強化が課題となっている。 

・ なお、当町会では、Ｒ５に松本市社会福祉協

議会「ささえあいマップ」作成事業に取り組み、

各常会でマップの更新や情報共有を行っている。 

 

経過・取組内容 

・ 町会内の情報伝達を迅速化するため、南栗防

災情報全戸ネットワーク（右図参照）の構築を

目指し、ＬＩＮＥ公式アカウントをＲ７.６に

開設した。 

・ ネットワークは、次に活用することとし、家

族間はグループＬＩＮＥでの情報連結を促した。 

① 防災責任者からの全戸連絡 

② 安否確認、異常、救出依頼に関する連絡 

③ 平時や訓練での町会・公民館・民生委員か

らの各戸との連絡 

・ ネットワーク管理用として、松本市地域チャ

レンジ応援事業補助金を活用し、町会所有のパ

ソコン３台とスマートフォン２台を整備した。 

 

成果・今後の展望等 

・ 「南栗町会公式アカウント」の登録者数は、

118 人となり、町会の 30 代から 70 代の合計人

数 477 人とで比較すると、約 25％の割合で利用

されている。 

・ Ｒ７の防災訓練において、ＬＩＮＥ登録者は

チャットで「常会名・氏名・安否状況」を返信

して安否確認を行ったが、返信数は 56人と登録

者の約５割だったことから、今後、ＬＩＮＥに

よる安否確認を定着させていくことが必要。 

・ 一斉配信では、空き巣被害や農機具盗難被害

に関する注意喚起、サルの目撃情報などを配信

し、高齢者からは、感謝のメッセージが多く寄

せられた。 

・ ＬＩＮＥ公式アカウントは、毎月メッセージ

200通まで無料のため、登録者数150人を目標に

拡大していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ ＬＩＮＥ公式アカウントを活用し、防

災・防犯情報の連絡網をネットワーク化 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－７  

取組名 南栗町会防災情報全戸ネットワーク構築事業 

町会名 島立南栗
しまだちみなみくり

町会（島立地区） 

町会 

データ 

・人 口／751 人 

・世帯数／299 世帯 

・高齢化率／31.3％ 

・町会加入数／209 世帯 

・常会数／８常会 

・隣組数／24組（班） 

取組概要 

〇 防災を主とした住民への一斉連絡手段

として、ＬＩＮＥ公式アカウントを開設 

〇 防災訓練で活用するほか、防犯情報の

配信等、町会からの連絡としても利用 

全戸ネットワークの組織図 
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背景・課題 

・ Ｒ６年度に、同じ地区の和田西原町会が自治

会アプリ「JichiNavi」の運用を始めたことを

受け、年度末の総会でその取組みを紹介したと

ころ、当町会でも導入すべきとの意見があった。 

・ 町会では、すでに LINE グループを活用してき

た経過があり、情報伝達の速さという点で、デ

ジタル化の有効性は確認されていた。 

 

経過・取組内容 

・ 上記の総会において、出席者から様々な意見

が示される中、Ｒ７年度からの導入を目指し、

前向きに検討することが決定した。 

・ 導入に当たっては、より多くの住民に利用し

てもらうために、スマホへのアプリのインス

トール等を支援する講習会（２回）を開催し、

町会内での周知を図った。 

・ 現在「JichiNavi」は、およそ次のような用

途に利用している。 

① 町会及び公民館行事、隣組の清掃当番の

日程連絡 

② 松本市、和田地区、町会からのお便りの

アプリ内での閲覧（紙配布の削減） 

③ 各行事への参加アンケート 

④ 施設予約（公民館・作業所等） 

⑤ 町会への情報提供（イベントへのお誘い、

防犯情報など） 

⑥ 町会、公民館活動への意見収集 

⑦ 災害時安否確認（要救助者情報の集約） 

・ 「JichiNavi」は専用アプリのため、公私の

区別がつけやすいというメリットもある。 

・ なお、導入に係る諸経費には、市の地域チャ

レンジ応援事業補助金を活用した。 

 

成果・今後の展望等 

・ 登録者数は、66 世帯（実居住世帯）中 31 世

帯で、登録率は 47.0％（Ｒ８.１月現在）と

なっている。 

・ 今後更に普及を図っていくためには、スマホ

の扱いに慣れてい

ない人にも登録・

利用してもらうた

めの工夫が必要。 

・ 運用を持続可能

にするため、役員

交代に左右されな

い 常 設 組 織 と し

て、「情報部」の

立上げを検討して

いる。 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 多機能な専用アプリの導入により、町会

運営全般を効率化 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－８  

取組名 自治会アプリ「JichiNavi」の導入による町会運営の効率化 

町会名 和田
わ だ

衣外
い げ

町会（和田地区） 

町会 

データ 

・人 口／256 人 

・世帯数／89世帯 

・高齢化率／29.3％ 

・町会加入数／76世帯 

・常会数／なし 

・隣組数／８組 

取組概要 

〇 自治会アプリ「JichiNavi」を導入し、回覧

文書や行事案内の発信、行事への参加アン

ケート、災害時の安否確認、施設予約などに

活用 

「JichiNavi」 

の操作画面 
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背景・課題 

・ 町会加入世帯は 54世帯と小規模で、顔の見え

る関係ができている。 

・ 現町会長就任以来、次の４つを目標に掲げて、

ＤＸ推進に取り組んでいる。 

① 町会会員（遠方の家族を含む）へのタイム

リーな情報提供（イベント、災害情報等） 

② 通知等の配布・連絡の簡便化による役員負

担の軽減 

③ 紙資料の削減による事務費の節減 

④ コミュニケーションの促進による町会の活

性化 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ６年度からＬＩＮＥオープンチャットの利

用を開始し、会員及び役員間の情報伝達・情報

共有の利便性向上を図るほか、災害等発生時の

即応体制の構築に取り組んだ。 

・ また、資料等のペーパーレス化により経費削

減を図るとともに、環境負荷の軽減に貢献する

ものとした。 

・ 事業の推進に当たっては、公民館のＩＣＴ環

境を整備し、運営基盤の構築を図った。モバイ

ルＷｉ-Ｆｉ、Ｗｅｂカメラ等、必要備品の整

備には、市の地域チャレンジ応援事業補助金を

活用した。 

・ 並行してＩＣＴ講習会を全４回（手はじめ編、

パソコン編、ネットワーク編、オープンチャッ

ト管理者編）開催し、ICT 教育の推進を図った。 

 

成果・今後の展望等 

・ ＬＩＮＥオープンチャット「オプチャ下和田」

の参加率は、一般 81％、役員 100％となり、

オープンチャット機能による通知・会話、ノー

ト機能による掲示板を活用することで、会員相

互の情報伝達が飛躍的に向上した。 

・ 資料等の電子データ化、最小限のオンデマン

ドプリントにより印刷物が半減したことで、新

たに「町会たより」（電子データ及び紙）を発

行する経費が生まれた。 

・ ゴミステーションに監視カメラを設置し、遠

隔監視に変更したことで、立ち合い当番を廃止

することができた。 

・ ＩＣＴ講習会には、延べ 45人に参加し、ＤＸ

推進への住民意識の向上につながった。 

 

 

 

 

 

 

  ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－９  

取組名 ＬＩＮＥオープンチャットの活用等による町会 DXの推進 

町会名 和田下和田
わ だ し も わ だ

町会（和田地区） 

町会 

データ 

・人 口／182 人 

・世帯数／78世帯 

・高齢化率／33.0％ 

・町会加入数／54世帯 

・常会数／2部 

・隣組数／9班 

取組概要 

〇 ＬＩＮＥオープンチャット「オプチャ下和

田」の活用等により、情報伝達の迅速化や

ペーパーレス化を推進 

〇 町内公民館のＩＣＴ環境を整備するほか、

ＩＣＴ講習会を開催 

【ポイント】 

▼ ＩＣＴ活用の推進により、町会業務の効率

化及び負担軽減を実現 

町会内の説明資料より 
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背景・課題 

・ 町会内には、２カ所の公民館があり、本館

（大広間・中広間・小広間・調理室）と、東館

（大広間・小広間・調理室）の施設がある。 

・ これまで公民館の予約については、公民館管

理者宅に「公民館使用予約簿」（紙の予約ノー

ト）を置いて管理してきたが、空き状況や予約

の可否を確認するために、その都度、管理者宅

まで出向く必要があり、日程調整にかなりの手

間を要していた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ７に町会のＤＸ推進を検討する中で、上記

の課題を解決するため、施設予約や備品予約、

スケジュール管理などに使える無料アプリ「り

ざぶ郎」の導入を決定。 

・ ６月、９月には、町会住民を対象に、アプリ

説明会を開催した。 

・ 説明会には、町会内の各種団体・サークルの

関係者や常会長を中心に、１回目 21人、２回目

13 人の参加があった。 

・ なお、説明会の講師謝礼やポケットＷｉ-Ｆ

ｉの利用に係る費用については、市の地域チャ

レンジ応援事業補助金を活用した。 

 

 

 

 

成果・今後の展望等 

・ 「りざぶ郎」の導入により、公民館の予約状

況の確認や日程調整が簡単になり、利用者から

は好評を得ている。 

・ 公民館使用簿などの記録データの集計作業が

容易になり、公民館管理役員の負担軽減にもつ

ながった。 

・ スマホ講習会の開催により、町会役員や住民

のＤＸへの関心を高めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－１０  

取組名 町内公民館予約管理業務のペーパーレス化 

町会名 神林
かんばやし

南荒井
みなみあらい

町会（神林地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,505 人 

・世帯数／694 世帯 

・高齢化率／26.6％ 

・町会加入数／266 世帯 

・常会数／11部 

・隣組数／39班 

取組概要 

〇 施設予約無料アプリ「りざぶ郎」を導入

し、公民館予約管理業務のペーパーレス化に

取り組んだ。 

〇 アプリ利用について説明会を開催し、町会

住民に周知 

【ポイント】 

▼ 無料アプリを活用することで、町内公民館

の予約管理業務をペーパーレス化 

「りざぶ郎」の予約表画面 

説明会の様子 
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背景・課題 

・ 当町会には、町会組織上、①総務部、②産業

部、③厚生部の３部会があり、正副部会長及び

町会役員６名の計 12名で代議員会を組織してい

る。 

・ 代議員会は毎月開催し、会議資料については、

町内公民館のコピー機で印刷しているが、印刷

速度が遅く、資料を整えるのに手間と時間を要

している。 

 

経過・取組内容 

・ 代議員の中にデジタルが得意な人がいたこと

から、会議資料をデータ化し、タブレット端末

で共有することを提案 

・ 総会において、パソコン、タブレット端末、

印刷機、モニター、大型スクリーン等の導入に

ついて審議。了承を受け、器材を購入すること

になった。 

・ 公民館にパソコン、印刷機他を設置し、Ｗｉ

-Ｆｉ環境を整えたほか、代議員全員にタブ

レット端末を配備した。 

・ 会議資料は作成後、会議案内とともにＬＩＮ

Ｅグループで共有し、内容確認を依頼している。 

・ 代議員会は、従来どおり対面で行っているが、

各自が持参した端末を利用し、ペーパーレスで

会議を行っている。 

・ 総会時は、大人数が入れる施設を利用し、ス

クリーンに資料を投影しながら会議を行ってい

る。 

・ なお、端末等の維持管理に係る通信費等は、

町会が負担している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 会議をペーパーレス化したことにより、印刷

等に掛かる時間を削減することにつながった。 

・ 会議記録が端末に残ることから、過去の資料

を確認することが容易になり、紙資料を綴る

ファイル等が不要となった。 

・ データ格納量の増加に伴い、タブレット端末

の動作が遅くなっていることから、端末の更新

を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 町会でタブレット端末を配備することで、

毎月の会議をペーパーレス化 

 
５ 町会業務のデジタル化 

事例５－１１  

取組名 タブレット端末の配備による会議のペーパーレス化 

町会名 稲核
いねこき

町会（安曇地区） 

町会 

データ 

・人 口／156 人 

・世帯数／81世帯 

・高齢化率／52.8％ 

・町会加入数／72世帯 

・隣組数／10組 

取組概要 

○ 代議員 12 名分のタブレット端末を配備する

ことで、代議員会をペーパーレス化 

○ 会議資料は、事前にＬＩＮＥグループでも

共有 

公民館に配備したパソコン 

タブレット端末の画面 
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背景・課題 

・ 町会内の会議や作業の案内は、すべて紙資料

の配布によっていたため、発信者（町会長）の

負担が大きかった。 

 

経過・取組内容 

・ 町会の総会時、町会長からグループＬＩＮＥ

を利用した情報共有を提案。町会の世帯数が少

なく、ほとんどの住民がスマートフォンを利用

していることから賛同を得た。 

・ 「緊急用」と普段利用に供する「井戸端用」

の２種類のグループを設け、運用を開始。各グ

ループには、ほぼ全世帯が参加し、複数人登録

する世帯もある。 

・ 「緊急用」は、クマの目撃情報、防犯灯の不

良、倒木、台風、通信障害など、緊急に周知・

連絡しなければならない情報を出すこととし、

行政機関等への通報は、町会長が状況によって

判断している。 

・ 「井戸端用」は、清掃作業、事業実施の連絡、

敬老会の開催通知、通路沿いの剪定作業の実施

等のお知らせを掲載するほか、住民同士の日常

的な意見交換も可能としている。 

・ 数年運用していることから、各グループに掲

載する情報も確立されている。 

・ なお、スマートフォンを持たない高齢者（1

名）に対しては、安否確認を兼ねて町会長が紙

資料を届けている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 紙資料の配布の手間が減ったことで、町会長

の負担が軽減されたと同時に、町会内に周知し

たい情報を遅滞なく、迅速に周知することが可

能となった。 

・ 公会堂等に集まることが少なくなり、住民の

負担も軽減された。 

・ 既読数を確認することで、安否確認も同時に

できるようになった。 

・ 回覧物については、紙で読みたいとの要望が

あったことから、当面は紙回覧を継続するが、

いずれはデジタル配信にしたいという意見もあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－１２  

取組名 緊急用・井戸端用を使い分けた「グループＬＩＮＥ」の活用 

町会名 奈川
な が わ

高原
こうげん

町会（奈川地区） 

町会 

データ 

・人 口／36人 

・世帯数／22世帯 

・高齢化率／44.4％ 

・町会加入数／17世帯 

・隣組数／３ 

取組概要 

〇 町会内の周知事項をグループＬＩＮＥで共有 

〇 緊急用、井戸端用の二つのグループを設け、

内容によって使い分けて運用 

【ポイント】 

▼ グループＬＩＮＥを活用し、町会内の連絡

を迅速化 

▼ 緊急用、井戸端用と二つのグループを使い

分けることで情報を整理 
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背景・課題 

・ Ｒ３.８に町会内の堰が溢水し、床下浸水や

道路・農地への土砂流入による水害が発生した。

また、堰の下流域の多くの住民は、大雨を承知

していたが、近くで溢水による災害が発生して

いることを知らなかった。 

・ 溢水に気が付いた住民が、加入しているグ

ループＬＩＮＥ（ＧＬ）に撮影した写真やメッ

セージを投稿し情報を共有した。 

 

経過・取組内容 

・ 町会住民が災害の経験・情報を共有したこと

で、町会役員から、災害時の安否確認の重要性

が指摘された。 

・ 迅速な情報伝達及び確認が容易という観点か

ら、従来の紙による安否確認ではなく、ＬＩＮ

Ｅ（アプリ）を利用した安否確認の導入が提案

された。 

・ Ｒ４年度中に町会役員で検討し、Ｒ５年度か

ら町会運営委員（民生委員、町内公民館役員を

含む町会役員）及び町内公民館役員でＧＬを立

ち上げ、情報の伝達・共有を開始した。 

・ Ｒ６年度からＧＬを本格導入し、町会運営委

員、町内公民館、全隣組＊でグループを立ち上

げた。 

＊10 隣組。町会長が加入している隣組あり。 

・ 隣組ＧＬには１世帯内で複数名が参加可能。

ＬＩＮＥグループには、町会加入者の 86％が参

加している。 

 

成果・今後の展望等 

＜災害発生時の情報伝達・安否確認＞ 

・ 多くの住民がＧＬへ登録したことにより、情

報伝達及び安否確認が容易となった。登録して

いない住民のみを訪問すればよいことから、集

計等、迅速な把握が可能となり、情報の取りこ

ぼしもなくなった。 

＜会議の開催通知＞ 

・ 町会役員は、役員専用グループに参加してい

るため、会議開催通知は、紙資料を届ける必要

がなくなった。 

＜隣組住民への周知＞ 

・ 隣組長は、会議で提出された議題等を隣組長

が隣組ＧＬ内で情報を共有している。 

・ ルール違反でゴミステーションに残されたゴ

ミが発生した場合、衛生部長が写真を撮影・投

稿し、隣組長経由で周知している。 

＜引き継ぎ＞ 

・ 役員の引継ぎ時は、グループの参加者の加

入・退会が容易で、ＧＬを継続して使用するこ

とが可能である。 

 

【ポイント】 

▼ グループＬＩＮＥの活用により、迅速な安

否確認や情報伝達を実現 

 

 

 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－１３  

取組名 ＬＩＮＥを利用した住民への周知等 

町会名 波田
は た

11 区町会（波田地区） 

町会 

データ 

・人 口／274 人 

・世帯数／120 世帯 

・高齢化率／36.1％ 

・町会加入数／82 

・隣組数／10 

取組概要 

〇 ＬＩＮＥグループを構築し、災害時の安否

確認や通知等に活用することで、町会内の情

報伝達を迅速化 
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背景・課題 

・ 個人情報保護の観点から、町会内には隣組も

含め連絡網がない。 

・ 隣組数も多いことから、会議の開催通知を始

め、多くの紙資料を配布する必要があり、情報

を迅速に伝達することができていない。 

 

経過・取組内容 

・ 情報を伝達するためのツールとして、多くの

会社で利用しているＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ（Ｌ

Ｗ）を導入 

・ 管理者は町会長で、町会（非営利団体向け特

別プラン）で申請すると、1,000 人までの登録

は無料であることから、現在ＬＷの利用に関す

る経費は発生していない。 

・ Ｒ６年度から町会役員用として試行を開始。

通知の際には、連絡内容や資料を添付した。 

・ 試行期間中、全戸へアプリの導入を案内し、

参加を呼び掛けたところ、約 70世帯が加入した。

（ただし、ＬＷアプリの登録が必要） 

・ Ｒ６.３の町会総会で承認を受け、本格導入

を開始。現在 130 人が参加している。（同一世

帯で複数名参加可能） 

・ 議案書に目的、メリット、運用方法、ＬＷ会

社概要等を詳細に記載している。 

 

 

 

 

＜具体的な運用＞ 

①安否確認 

・ 市が行う防災訓練に併せて、町会が行う安否

避難訓練時の安否確認に利用 

② 組織別グループ化 

・ グループとして、町会役員会、隣組長会、全

隣組を作成。階層化することで、参加者を複数

のグループに登録することができる。 

③ 資料の配信方法 

・ 管理者が広報等の資料をＰＤＦ化して配信。

簡単にＰＤＦ化する環境も整えている。 

④ スケジュールの閲覧 

・ カレンダー機能を利用し、スケジュールを登

録している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 住民への周知が迅速になった。また、通知後、

登録者の既読状況を把握することができ、大変

都合がよい。 

・ 当面は、デジタル配信とともに、紙資料（広

報・回覧等）の配布を併用するハイブリッドで

運用していく。 

・ 町会役員が交代した際、アプリを引き継げる

かが課題。 

 ５ 町会業務のデジタル化 

事例５－１４  

取組名 無料アプリ『ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ』を活用した町会運営 

町会名 波田
は た

19 区町会（波田地区） 

町会 

データ 

・人 口／589 人 

・世帯数／236 世帯 

・高齢化率／24.3％ 

・町会加入数／187 

・隣組数／13 

取組概要 

〇 無料アプリを導入し、町会内の安否確認、

グループ連絡、資料配信、スケジュール管理

に活用 

【ポイント】 

▼ 無料アプリ（ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ）を活用

することで、経費負担なくデジタル化を推進 

44 



 

 

 

項目６ 情報発信、周知、啓発の強化 



 

 

 ６ 情報発信、周知、啓発の強化 

事例６－１  

取組名 「町会長通信」を通じた町会活動の周知及び担い手の確保 

町会名 両島
りょうしま

町会（鎌田地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,587 人 

・世帯数／673 世帯 

・高齢化率／18.5％ 

・町会加入数／550 世帯 

・常会数／４ブロック 

・隣組数／30組 

取組概要 

〇 町会活動に関心を持ってもらうため、毎月

「町会長通信ゴリクマくんだより」を発行 

○ 写真等は用いず、あえて文章のみで構成し

メッセージを発信 

背景・課題 

・ 転入してきた世帯のほとんどが町会に加入し

ているが、いかに町会活動に興味を持ってもら

うかが課題となっている。 

・ また、今後の町会運営を見据え、町会役員の

担い手確保も必要になっている。 

 

経過・取組内容 

・ これまで、町会行事等については「町会だよ

り」で周知していたが、町会活動への関心を醸

成するため、Ｒ４から町会長自ら「町会長通信

ゴリクマくんだより」を発行し、毎月全戸配布

している。 

・ 言葉の裏側にある思いを読み取ってもらいた

いという希望から、紙面にはあえて写真等を使

わず、文章のみで構成している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 地元グラウンドの草刈りに、「町会長通信」

を読んだ住民が参加してくれるなど、これまで

顔を知らなかった住民とのつながりが徐々に広

がり始めている。 

・ 転入者が、「町会長通信」をきっかけに町会

活動に参加し、数年後、役員を担ってくれた

ケースもあった。 

・ 三九郎の際には、「都会出身で見たことがな

いから関わってみたい」と、実際に三九郎作り

のメンバーとして参加してくれた住民もいた。 

・ 町会内に自主的な動きが広がるとともに、

「人の役に立ちたい」「誰かのために動きたい」

という気持ちを持った住民も増え始めている。 

・ 今後も情報発信を継続することで、町会活動

への参加促進や担い手の確保につながっていく

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 町会長の「思い」を積極的に発信すること

で、町会を身近に感じてもらい、活動への関

心を醸成 

町会長通信ゴリクマくんだより 
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背景・課題 

・ 町会発足から 10年経過した頃の住民平均年

齢は 29.3 歳（1981 年 10 月）で、親世代が若

く、子どもたちも大勢いて、商店街も賑わっ

ていた。25 年を経過した頃、生産年齢人口の

減少（若い世代の転出）と少子化が加速し、

相対的に高齢者の割合が上がっていった。 

・ ２丁目町会の高齢化率は 40.7％で、寿台地

区全体の 42.4％よりは低いが、市の 28.9％を

大きく上回っている。一方、後期高齢化率は

31.5％で、市の 17.6％、寿台の 31.2％を上

回っており、高齢化が顕著（Ｒ８．１．１現

在） 

・ 中央商店街はかつての賑わいが無くなり、

シャッターが閉まったままの店舗が多い。 

 

経過・取組内容 

・ 「町会 50周年のタイミングで記念となる冊

子を発行したい」「町会の歴史を後世に残し

たい」という趣旨に賛同した町会住民により

組織された「50 周年記念誌編集委員」を中心

に、１年かけて編集作業を行った。 

・ 内容は、寿団地として造成される以前の歴

史から、写真、町会の歩み、中央商店街の様

子、地区の行事、「町会だより」、各団体・

グループ等の活動のほか、「２丁目都市伝説」

の記事などを盛り込み、町会を楽しみながら

知ることができる冊子にしている。表紙には

「楽しく読める『永久保存版』 ２丁目アニ

バーサリーブック」の副題が記されている。 

・ 町会発足前の歴史については、隣接する地

区の記念誌や古文書の他、関係者からの聞き

取りなども実施。町会の歴史に関しては、写

真や資料等の提供のほか、町会の古老への取

材を重ねて記事を掲載 

 

成果・今後の展望等 

・ 放っておくと散逸してしまう資料を記念誌

の編纂を契機に収集し、住民にわかりやすい

形でまとめることができている。 

・ 編集委員からは、「現在だけでなく昔のこ

とも知ることができた」「記録を残すことの

重要性を感じた」「後の二丁目を担う皆さん

の財産になる」などの声が聞かれている。 

・ 寿台２丁目町会を見つめなおし、町会への

関心と誇りを持つきっかけになった。 

 

 

 

  

   ６ 情報発信、周知、啓発の強化 

事例６－２ ９ 担い手となる人 

取組名 寿台２丁目町会発足 50年周年記念誌の発行 町会の記録の作成 活動のアーカイブ化  

町会名 寿
ことぶき

台
だい

２丁目町会 

町会 

データ 

・人 口／378 人 

・世帯数／174 世帯 

・高齢化率／40.7％ 

・町会加入数／149 世帯 

・隣組数／15組 

取組概要 

〇 町会が発足 50 周年を迎えたことを記念し

て、町会住民への聞き取りや写真・資料収集

を経て、記念誌を作成・発行 

【ポイント】 

▼ 町会内外の人々の力（写真･資料提供や

聞取り協力など）を結集して記念誌を編集 

▼ 記念誌発刊を通じて「町会」を周知 
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項目７ 住民同士の顔の見える関係づくり 



 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－１  

取組名 「無尽」を生かした町会運営への寄与 

町会名 南源地
みなみげんち

町会（第二地区） 

町会 

データ 

・人 口／197 人 

・世帯数／122 世帯 

・高齢化率／36.55％ 

・町会加入数／130 世帯 

・班（隣組）数／４班 

取組概要 

○ 昔ながらの「無尽」を単なる慣習に留めず、

町会運営の一部として機能させている。 

○ 「無尽」を通じた見守りや情報共有、本音の

意見交換等が、円滑な町会運営を支えている。 

背景・課題 

・ 町会活動に無関心な人の増加や高齢化の進展

等により、町会役員の選出が困難になるととも

に、高齢者等の見守りやお祭りの存続も課題と

なっている。 

 

経過・取組内容 

・ 月３回開催されている「無尽」が、町会運営の

一部になっている。 

・ 「無尽」は、参加者が会費を出し合い、飲食代

を除いた残りを活用するもの。集めた会費の一

部は積立てに回し、残りを必要な人が順番に受

け取る。飲み会を兼ねた無理のない助け合いの

仕組み。 

・ 「無尽」には、①青年部、②一般の部（Ⅰ）、

③一般の部（Ⅱ）がある。一般の部は、町会内の

誰もが参加できる。 

・ 参加年齢層は 50～80 代。現在は、女性の参加

者なし。 

 

① 自然な安否確認の場 

「無尽」の席では、日常の変化を何気なく共有。

「あそこの○○さん、入院したらしい」「最近、

あの家は電気がついていない」など、特別な見守

り制度を設けなくても、顔の見える関係性の中

で、安否確認が自然に行われている。 

② 町会内の大事な話が最初に出る場 

町会内の課題や気がかりなことも、まずは「無

尽」で話題になる。行事の進め方や地域の困りご

と、町会運営への率直な意見など、正式な会議で

は出てこない、地域の「空気感」や住民の受け止

め方を共有する場として機能している。 

③ 腹を割って本音で話せる場 

天神祭りが近づくと、話題は自然と祭りの運

営へ。「神輿はもうやめた方がいいのでは」「担ぎ

手が正直しんどい」など、非公式な席だからこそ、

遠慮のない意見や本音が出やすい。 

「本当はやりたくない」「断れなくて続けてい

る」「正直、負担に感じている」といった、会議

では出にくい本音を共有し、不満が溜まりすぎ

る前に「ガス抜き」ができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果・今後の展望等 

・ 「無尽」は、公式な町会行事として位置づけら

れてはいないが、住民間の見守りや円滑な町会

運営に寄与している。 

・ 町会運営を持続可能にしていくためにも、意識

的に残し、活かしていきたい。 

【ポイント】 

🔻 本音で語り合える交流の場（小規模・高頻度）

を確保することで、町会運営の円滑化に寄与 

 

「無尽」の様子 
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背景・課題 

・ 老朽化した空き家が長年放置され、防犯・防災

面での不安や景観の悪化が問題となっていた。 

・ 高齢化や住民同士のつながりの希薄化により、

交流の場や災害時の拠点が求められていた。 

・ 地域内には湧水やホタルが生息する自然環境

があり、これらを地域資源として活かせる可能

性があった。 

 

経過・取組内容 

・ 町会長（地元事業所会長）の発案により、空き

家所有者の理解を得て建物を解体し、約 400 ㎡

の用地を確保した。 

・ 町会、地元事業所、建築士事務所協会が連携し、

井戸の掘削や水路整備を行い、湧水を活かした

ビオトープを整備した。 

・ ビオトープにはメダカやフナが生息できる環

境を整え、ホタル観察ができる施設を設置する

ほか、ベンチや植栽も配置し、自然と親しみなが

ら憩える空間とした。 

・ 実施にあたっては、町会長が中心となり、土地

の所有者や地域内の事業者、専門団体など多様

な関係者に働きかけ、協力体制を構築 

・ 新たな空間は、町会の行事や交流の場として活

用するとともに、災害時には湧水を活用した避

難・活動拠点としての活用を想定し、隣接町会と

の合同防災訓練も実施した。 

・ 公園内に設けた井戸は、市の「災害時協力井戸」

に登録し、災害時の地域住民の生活用水として

の活用を図る。 

 

成果・今後の展望等 

・ 危険な空き家が解消され、地域の安全性が向上

した。 

・ 憩い、自然観察、多世代交流、防災など多様な

役割を担う地域拠点が創出された。 

・ 今後は、防災訓練や交流行事、環境学習などを

通じて、さらなる活用と地域コミュニティの活

性化により、顔の見える関係を築いていきたい。 

・ 本取組みでは、新たな土地を確保したが、町内

公民館や公園など既存の地域資源を活かし、新

たな拠点を創出することも可能と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－２  

取組名 空き家の解消と防災・交流の拠点整備 

町会名 南上
みなみかみ

横田町
よこたまち

町会（東部地区） 

町会 

データ 

・人 口／135 人 

・世帯数／78世帯 

・高齢化率／37.78％ 

・町会加入数／66世帯 
取組概要 

○ 地元事業所との連携により、長年放置され

ていた空き家を解体し、跡地に湧水を利用し

たビオトープを整備 

〇 防災や交流の拠点として活用を図るもの。 

【ポイント】 

▼ 地域内の事業者等と連携し、地域資源を活

かした新たな交流拠点を創出 

空き家跡地に整備したビオトープ 
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背景・課題 

・ 人間関係の希薄化などにより、町会の各種事業

にも参加者が集まらない状況が続いていた。 

・ そのため、誰もが気軽に集まり、交流できる場

をつくる必要があった。 

 

経過・取組内容 

・ Ｈ２９．３月、発起人が当時の町会長に依頼し、

「なんとなくあつまるかい」開催のチラシを町

会内に回覧した。 

・ 会員は定めず、幹事や代表も置かない、誰もが

気軽に集まれる居場所づくりを目指した。コン

セプトは「得にも損にもならないが集まりま

しょう！」 

・ 毎月最終土曜日午後５時から、兎川寺公民館を

会場に開催。自分が飲みたいもの、食べたいもの

を持ち寄り、参加者が自由に話せる場としてい

る。 

・ 初回の参加者は 10 数名あったが、２回目は数

名になってしまった。その際、通知が欲しいとい

う声があったため、以降、発起人が通知を手書き

で作成し、参加者に配布している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 幹事や代表者などを置かないため、町会役員の

負担は生じていない。 

・ 50代から 80代までの幅広い年代が集まること

で、町会内の貴重な情報交換の場が生まれてい

る。 

・ 現役の町会長や役員も一参加者として参加す

るため、町会運営や行事の実施に関する悩みを、

先輩町会長等に気兼ねなく相談する機会にも

なっている。 

・ 会の通知は、発起人が継続して作成・配布して

いるが、80 代と高齢のため、後継者づくりが課

題である。 

・ Ｒ７.７月には、100 回目の開催を迎え、町会

にとっては、今後も継続していくべき事業と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－３  

取組名 誰もが気軽に集まれる居場所づくり～「なんとなくあつまるかい」～ 

町会名 里山辺兎川寺
さ と や ま べ と せ ん じ

町会（里山辺地区） 

町会 

データ 

・人 口／249 人 

・世帯数／112 世帯 

・高齢化率／33.7％ 

・町会加入数／92世帯 

・隣組数／10部 

取組概要 

○ 会員を定めず、幹事や代表も置かない、誰も

が気軽に集まれる居場所として、「なんとなく

あつまるかい」を毎月開催 

○ 50～80 代と幅広い世代が参加 

【ポイント】 

▼ 役員や会員を決めないことで、誰もが気軽に

集まれる居場所を緩やかに実現 

発起人手書きの開催通知 
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背景・課題 

・ 平田町会は、善行寺街道沿いにできた３つの集

落が基。国道などが整備される中で、立地の良さ

から事業所や工場が進出し、それと同時に周辺の

宅地化もすすんだ。 

・ 新規も含め戸建ての世帯は、ほぼ町会加入して

くれるが、年間で２世帯ぐらいが、役員が回って

来るからと言って町会から脱退している。 

・ マンション１棟が、令和８年度以降町会と常会

から抜けることになった。高齢化していて、役員

などを担うことができないというのが理由。 

・ 役員選出は常会長に依頼する。安協や衛生、日

赤といった町会選出の役員の活動概要が分から

ないため、選出に苦労する場合がある。 

 

経過・取組内容 

・ 町会の会議としては、町会協議会と自主防災会

総合機能班があり、それぞれ月１回実施している。  

・ 町会協議会は、各常会から選出された「町会議

員」と町会二役の 13 人で、総合機能班も各常会

から選出された「防災・防犯委員」を中心に 15 人

で構成。総合機能班は防災訓練等の企画を担当。  

・ 自主防災会は上記の町会協議会と総合機能班の

メンバーのほか、防災部長、常会長、日赤、安協、

民生委員などから成る。  

・ ５月は総会と交番所長の講話、８月は給水訓

練や放水訓練、９月に町会総合防災訓練、11月

は防災に関する講義を聴いている。９月の総合

防災訓練は、地震想定での訓練で、一時集合場

所に災の話をして解散する。11月の講義は、令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和７年度は下諏訪町在住の災害時のトイレ事情

に詳しい方に今年度は講義をお願いした。ま

た、２か月に１回防災倉庫の点検と無線訓練も

実施している。 

・ 避難行動要支援者名簿については、常会選出の

「町会議員」に渡し、平時の常会内の見守り活動

等に活用している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 年４回の防災･防犯活動の推進と、推進母体の

構築により、住民の関心が高まってきている。 

・ 防災協議会の開催については２か月に１回で

もよいのでは？という意見もあるため、防災活動

の推進と役員の負担軽減とのバランスで今後検

討していく。 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－４  

取組名 町会の防災･防犯活動の構築と推進組織づくり 

町会名 芳川平田町会（芳川地区） 

町会 

データ 

・人 口／2,438 人 

・世帯数／1,234 世帯 

・高齢化率／23.46％ 

・町会加入数／840 

・常会数／11 

・隣組数／55 

取組概要 

町会における年４回の「防災･防犯活動」の企画

運営に向けて活動構築している。 

推進組織としての「防災協議会」は、様々な立

場の役員が関わる構成になっている。 

【ポイント】 様々な団体が関わり調整を行い

ながら年４回の防災活動を推進出来ている点 

▲ 平田町会の組織図  

「自主防災会」の枠が防災協議会のメンバー 
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背景・課題 

・ 平成 23 年の長野県中部地震（通称「松本地震」）

で町会内でも大きな被害が発生したことから防

災への関心が高まり、町会としての防災対策が

求められるようなった。 

・ 一方、マンションやアパートの増加もあり、町

会に対する関心が高まらず、加入率も減少して

いる。Ｒ６年度、役員をやりたくないからという

理由で自治組合の一つが町会から離脱した。 

 

経過・取組内容 

・ 「松本地震」を契機に、町会とは別組織で新た

な自主防災会を再構築して有志を集め活動して

いる。Ｈ30 年度に町会防災マニュアルを作成し、

Ｒ５年度に更新を行った。 

・ 自主防災会は理事が 21 人、常任理事が６人。

理事長は、以前は町会長兼任だったが、全理事の

互選になっている。自主防災会の活動費は全額

町会からの補助金による。 

・ 毎年４月に各世帯の調査を実施して、万一の際

に利用する「安否確認簿（世帯名簿）」を作成し

ている。 

・ 防災訓練は毎年９月に、町会と自主防災会が合

同で実施しているが、訓練前には町会防災マ

ニュアルの説明会を実施する。 

・ 訓練当日は安否確認簿を利用して安否確認を

行う。各常会で事前に決めた「安否確認所」（位

置図次ページ）に集合し、４月に調査した世帯名

簿をもとに安否確認を行う。 

・ 安否確認は、世帯名簿に変更がないかの確認

も兼ねて行い、組別に集計して組長に配布。 

・ Ｒ７年度は、とん汁の炊き出しも行った。参加

者は、役員も合わせて 20人程度であった。 

 

成果・今後の展望等 

・ 自主防災会の設置や世帯名簿の作成、防災マ

ニュアルの説明会、安否確認訓練等、一連の活動

を通じて、住民同士の関係づくりや町会の必要

性を再認識する機会が生まれている。 

・ 今後、訓練への参加者を増やしながら、災害に

強いまちづくりを推進することで、町会離れに

歯止めをかけるとともに、町会活動の再構築を

図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－５   

取組名 防災を切り口とした町会活動の再構築 

町会名 芳川
よしかわ

木工
もっこう

町会（芳川地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,404 人 

・世帯数／712 世帯 

・高齢化率／24.72％ 

・町会加入数／441 

・常会数／６常会 

・隣組数／42組 

取組概要 

〇 防災マニュアルや世帯調査を基に、安否確

認の作成等、防災活動に力を入れることで、

町会活動の再構築を図るもの。 

木工町会の防災マニュアル（表紙と目次） 

【ポイント】 

▼ 「防災」に注力することで、町会

の価値を高め、町会活動を再構築 
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木工町会の防災マニュアルより 「安否確認所」位置図 
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▶「百瀬町会のお

知らせ」 

町 会 コ ミ ュ ニ

ケーションツー

ルの一つ 

背景・課題 

・ 住民の多くは、道路・公園等の草刈りや防犯灯

の管理といった町会の活動を知らないため、恩

恵を受けているという意識がない。 

・ 定年退職後、家にいるという人が少ない。仕事

をしながら町会の会議や行事にも出るというこ

とが負担感につながっている。 

・ 仕事と町会活動の両立が難しいこともあり、役

員の確保が難しくなっている。 

 

経過・取組内容 

・ 当町会の第１公民館では、毎月１回、いずれか

の日曜日に公民館清掃を実施している。 

・ 公民館清掃は、組が順番で回しているが、清掃

後、組内での親睦を深めるため、常会からお茶菓

子代を補助金として支出している。 

・ 町会・常会からは「立ち話でもいいので、ぜひ

コミュニケーションを図ってください」とお願

いしている。 

・ 実際に茶菓子を買って茶話会を実施している

組では、自己紹介や近況報告なども行っている。

子どもと一緒に参加する世帯もある。 

・ これとは別に、「常会ごとの座談会『ひざ懇』」

も、町内６つの常会で開催している。常会住民全

員を対象とした懇談会で、町会三役のほか、当該

常会の組長と常会役員も出席する。 

・ 年１回、６～７月に開催する常会が多い。常会

長が司会を務め、意見・要望等に対し、町会三役

などがその場で回答する。 

・ 「役が大変」「配布物が多い」などといった意

見のほか、「公園の木が邪魔なので伐採してほし

い」「カラスが巣をつくっているので撤去してほ

しい」といった要望もある。 

・ 常会単位の活動として、このほかに、新年会や

お花見を開催しているところもある。新年会は、

1,000 円の会費制で実施。全常会員が対象のため、

100 人近くが集まる常会もある。 

 

成果・今後の展望等 

・ 公民館清掃時の補助金は、実際にお茶会を開催

してくれる常会もあり、組内のコミュニケー

ションに役立っている。 

・ 常会単位の「ひざ懇」は、必ずしも関心が高い

人が集まって来るわけではないが、地区や町会、

常会、組といった各組織の役割について、住民の

理解が深まっている。 

・ 組・常会単位の活動は、町会活動の理解や人材

の掘り起こし、災害時の助け合い、行政への要望

事項の聴取などにもつながるため、今後も取組

みを継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－６  

取組名 町内のコミュニケーションの促進～組や常会単位の活動構築～  

町会名 寿百瀬
ことぶきももせ

町会（寿地区） 

町会 

データ 

・人 口／2,865 人 

・世帯数／1,278 世帯 

・高齢化率／24.75％ 

・町会加入数／618 世帯 

・常会数／６常会 

・隣組数／71組 

取組概要 

○ 町内公民館の清掃の際に、常会から組に

対し、お茶菓子代（補助金）を支出。 

○ 常会ごとに「ひざ懇」を開催して、町町

会・常会のコミュニケーションを促進 

【ポイント】 

▼ 組・常会といった身近な単位でコミュニ

ケーションを図り、町会内を活性化 
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背景・課題 

・ 当町会の年代別の人口構成としては、70 代後

半から 80 代前半の女性が突出して多く、女性の

一人暮らし高齢者も多い。若年層は、特に 10代後

半から 20代が少ない。 

・ 役員の引き受け手がいないため、組長に選出さ

れた人を順番に役員をお願いしている。役員選出

が町会役員の負担になっている。 

・ コロナ禍以前は、研修旅行や焼き肉大会、もち

つき大会など実施していたが、役員負担が大きく

感じるせいか、再開には至っていない。 

経過・取組内容 

・ 70 代女性を中心に、自主的なサロン活動とし

て「あじさいの会」を継続実施しており、開始か

ら 11年になる。 

・ 定例で年９回実施。参加者は常時 17 人程度だ

が、多い時は 25 人程集まる。スタッフ会は、年１

回開催。 

・ 単なるお茶飲み会ではなく、会員の会話の中か

ら、防災活動として備蓄品の確認や備蓄食の体験、

ウォーキング事業を地区と共同開催するなど、サ

ロン活動の枠を超えた、多様な活動を展開してい

る。 

・ 「あじさいの会」とは別に「わたげの会」も

あって、少人数ではあるが集まっている。 

・ 町会内の貴重な「通いの場」となっており、  

町会としても支援している。 

成果・今後の展望等 

・ 活動を引っ張っているメンバーを中心に、高 

齢者の居場所をつくるだけではなく、参加者の 

「これを知りたい」を引き出し、「一緒に学習 

を重ねる」という意欲が高いことで、活動への 

参加･参画意慾を高めている。 

・ 町会としては、高齢者が集まれる「居場所づ 

くり」の面からも支援を継続していきたい。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－７  

取組名 サロン活動から発展する多様な活動の構築 

町会名 寿
ことぶき

台
だい

９丁目町会 

町会 

データ 

・人 口／345 人 

・世帯数／164 世帯 

・高齢化率／45.5％ 

・町会加入数／130 世帯 

・隣組数／14組 

取組概要 

〇 町会で長年活動する「ふれあいいきいきサロ

ンあじさいの会」が、他分野の活動と連携して

活動に幅を持たせ、町会内の活性化を図ってい

る。 

【ポイント】 
▼ 単なる高齢者のサロンにとどまらず、町会
活動の活性化の一助となっている。 
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背景・課題 

・ 現在町会には組が 24あるが、高齢化が進んだ

ことで、組長ができないという人が増えている。

そのため、段階的に組の統合を進め、Ｒ８年度に

は 21になる予定。 

・ 町会単独の行事として実施しているのは、新年

祝賀会、敬老会、焼き肉交流会など。 

・ 焼き肉交流会は、防災訓練の一環として消火栓

放水訓練をしたあと、隣の公園で実施している。

約 40人の参加を得ており、町会内の親睦交流に

つながっている。 

 

経過・取組内容 

・ 新年祝賀会と敬老祝賀会は、地区公民館（寿台

公民館）で盛大に実施していて、町会の総務部長、

会計部長、民生委員が準備進行を担当している。 

・ 敬老祝賀会は、お酒、料理、アトラクションを

用意して会食を行う。75 歳以上の対象者約 200

人のうち、50人ぐらいが参加する。 

・ 終了後、参加者には町会長のあいさつ文と一緒

に個々人を写したフォトブックを配布していて、

これが好評を得ている。フォトブックは、町会に

ボランティア協力してくれる人が作成をしてい

る。 

・ 高齢者クラブは「東寿会」と称し、年に３～４

回のお茶会を実施し、12 月はミニ忘年会として

アルコールと仕出し弁当で一杯やっている。て

いる。年会費は 1,000 円。 

・ ピアノやギターが弾けて、作詞作曲もする人の

伴奏に合わせてみんなで合唱したり、「ちいぱっ

ぱ」というお話しクラブを主宰する人などの協

力を得て、演劇を楽しんだりしている。 

・ バス旅行も実施していて、Ｒ６年度は 20人が

参加し好評だったが、Ｒ７年度はバス代が高騰

し、催行人数に至らず、やむなく中止せざるを得

なかった。今後は再検討予定。 

 

成果・今後の展望等 

・ 敬老会も高齢者クラブも、町会内の人材を生か

すことで、参加を促進し、事業を活性化すること

ができている。 

・ 高齢化が進行し、役員のなり手が見つかりづら

いという課題はあるが、町会として人が集まり

やすい「場づくり」を進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－８  

取組名 町会内の人材活用による事業の活性化 

町会名 寿台東
ことぶきだいひがし

町会（寿台地区） 

町会 

データ 

・人 口／558 人 

・世帯数／265 世帯 

・高齢化率／44.4％ 

・町会加入数／212 世帯 

・隣組数／24組 

取組概要 

○ 敬老祝賀会や高齢者クラブのお茶会に

際して、特技を持つ町会内の人材に協力を

依頼 

【ポイント】 

▼ 様々な特技を持つ町会内の人材を活用

し、事業を活性化 

高齢者クラブのバス旅行 
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背景・課題 

・ 近年、屋敷跡地に 12戸の分譲住宅地が開発さ

れ、多くの子育て世代が町会に加入したが、町会

行事への参加は少ない状況であった。 

 

経過・取組内容 

・ 町内公民館の新築を機に、公民館中庭の整備を

検討。鎖川右岸に近接した自然あふれる立地環

境を生かした「川東アウトドアパーク整備事業」

を計画し、市地域チャレンジ応援事業補助金を

活用することとした。 

・ 事業の目的は、公民館の利用促進、子どもたち

の育成支援、災害時の避難場所としての活用と

した。 

・ 整備に当たっては、町会内でボランティアを募

集し、「川東アウトドアパーク整備プロジェクト」

（総勢 13名）を立ち上げて、次の作業を行った。 

① 築山整備（階段、庭石、野芝敷設） 

② ＢＢＱピット整備（Ｕ字溝対応） 

③ ピザ窯製作（ドーム型、レンガ積み） 

・ Ｒ７.８月にピザ窯お披露目会兼試食会を実施。

予約方法や利用に関するルール等を整備し、９

月に正式オープンした。 

・ 10 月、神林地区まちづくり協議会による「み

んなのえんがわ」事業を実施した際には、打上げ

兼ＢＢＱ会場として利用した。 

・ 当日はイベントスタッフ約30名と一般参加者

約 60名が参加し、大盛況であった。 

 

成果・今後の展望等 

・ 身近な公民館を活用することで、子どもから高

齢者まで多世代が交流する場ができた。 

・ アウトドアを絡めたイベントの実施により、子

育て世代の町会活動への関わりを促すことがで

きた。 

・ 役員だけでなく、募集に応じた運営ボランティ

アの手作りで取り組んだことで、幅広い世代、多

様な住民の参画機会が生まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－９  

取組名 川東アウトドアパーク整備事業 

町会名 神林川東
かんばやしかわひがし

町会（神林地区） 

町会 

データ 

・人 口／533 人 

・世帯数／215 世帯 

・高齢化率／33.0％ 

・町会加入数／151 世帯 

・常会数／５常会 

・隣組数／19班 

取組概

要 

〇 公民館中庭をアウトドアパークとして整備 

○ 築山に野芝を敷設するほか、バーベキュー

（ＢＢＱ）ピット、ピザ窯を設置し、住民の交

流及び防災拠点として活用 

【ポイント】 

▼ 住民の交流拠点を整備し、多世代交流や子

育て世代の町会参加を促進 

▼ 役員だけでなく、皆で知恵を出し合うこと

で、町会内の一体感を醸成 

川東アウトドアパークの

紹介 
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背景・課題 

・ 当町会では、様々な公民館活動（バス旅行、焼

肉会、スポーツ大会等）を実施しているが、参加

者のほとんどが大人という状況 

・ 同じ町会に住んでいても、知らない人が多く、

子どもたちとの交流もあまりない。 

・ 今後町会を維持するためには、顔の見える関係

づくりが重要であり、住民同士が知り合う機会

として、子どもから高齢者までが一堂に集い、世

代を越えて交流する場を設ける必要があった。 

 

経過・取組内容 

・ 町会が抱える課題解決策の一つとして、町会、

町内公民館の合同役員会において、全世代・全住

民を対象とした交流会の開催を決定 

・ ただ、町会が保有する机・椅子・テントだけで

は、来場者がくつろげるスペースを十分に確保

できないという問題があった。 

・ また、年度事業計画・予算を審議する中で、交

流会運営に掛かる経費を確保する必要もあり、 

財源対策として、市の地域チャレンジ応援事業

補助金を活用することとした。 

・ 交流会の企画にあたっては、町会・町内公民館

役員で案を出し合い、議論を重ねた。 

・ その結果、行事名は「寄りあい１コイン交流会」

とし、当日は次のような内容で実施した。 

（交流会の内容） 

〇屋内：大いなる波田体操、輪投げ・魚釣りゲー

ム、スカットボール 

〇屋外：模擬店、焼肉、花火大会 

・ なお、参加費については、子どもたちの参加を

促し、世代間交流を深めるねらいから、大人のみ

とした。 

 

成果・今後の展望等 

・ 高齢者の集まり「わいわいクラブ」が先頭に

立って活躍したことにより、世代間の交流が盛

りあがった。 

・ ゲームを通して住民同士が触れ合い、世代を越

えて交流することができた。 

・ 焼肉会場では、家族や高齢者のグループ、気の

合った仲間などで会話を楽しむとともに、高齢

者が子どものいる家族に話しかけるなど、グ

ループ同士の交流も生まれ懇親を深めた。 

・ 今後も、町会内の協力関係の構築を目指し、住

民同士が知り合う機会として、交流会を継続し

て実施したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例７－１０  

取組名 寄りあい１コイン交流会 ～世代間交流の促進～ 

町会名 波田
は た

12 区町会（波田地区） 

町会 

データ 

・人 口／372 人 

・世帯数／152 世帯 

・高齢化率／34.4％ 

・町会加入数／111 

・隣組数／13 

取組概要 

〇 全世代・全住民を対象とした交流会を企画

し、町会内の世代間交流を促進 

〇 市地域チャレンジ応援事業補助金を活用 

【ポイント】 

▼ 子どもと大人がともに楽しみ、交流を深め

ることができる企画の立案 

交流会当日の模擬店 
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背景・課題 

・ 役員選出は、常会単位で決めているが、現状

は問題なく決まっている。 

・ 内田地区には町会が９つあるが、民生委員･

児童委員の定員５人の内、２人を当町会から選

出していたこともあり、お互い様の気持ちで何

とか協力しようという「気寄りの良さ」を持っ

ている。 

・ 町内を流れる川の土手に草が繁茂したため、

草刈りボランティアを募集したところ、20人程

集まってくれた。年代は 70 代が多かったが、中

には 40 代の人もいた。 

・ 一方、以前は組で仕切り行っていたお葬式等

が、コロナ禍を経てやらなくなった。お宅に訪

問しても家の中は見せず、入りづらい雰囲気に

なり、近所での「おせっかい」がしづらくなっ

ている。 

・ Ｒ８年度には、内田地区運動会も無くなる予

定で、お互いを気に掛ける「気寄り」を維持で

きる機会が減少している。 

 

経過・取組内容 

・ これまで地区運動会や球技大会の後は、必ず

慰労会を実施していたが、参加者が少なくなっ

たことから、行事への参加･不参加に関係ない、

誰でも参加できる「交流懇親会」として開催し

たところ、30人以上の参加があった。 

・ 単なる懇親会としてではなく、流しそうめん

やたこ焼き、かき氷、綿あめのコーナーを設け

て、交流しやすい「お祭り」のような雰囲気に

した。 

 

成果・今後の展望等 

・ これまで「慰労会」だと参加しなかった独居の

方が参加してくれた。 

・ 次回は、「枝垂れサクラで焼き肉とカラオケ会

をやろう」などのアイディアも出され、検討する

ことになった。 

・ やはり、地区や町会からの一方的な動員等で、

住民を同じ方向に向かせるやり方には批判が大

きい。今回の取組みで、住民のアイディアを活か

しながら多数の選択肢を用意し、誰もが参加し

やすい状況を創ることが有効だと感じた。 

・ 今後は、今ある「気寄り」を維持していくため、

様々な分野から「お世話」が好きな人を掘り起こ

しながら、住民同士が顔を合わせる機会を増や

す方向で検討していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 住民同士の顔の見える関係づくり 

事例 ７－１１  

取組名 「気寄り」を維持するための仕組みづくり 

町会名 内田
う ち だ

第５町会（内田地区） 

町会 

データ 

・人 口／256 人 

・世帯数／104 世帯 

・高齢化率／39.5％ 

・町会加入数／83世帯 

・常会数／６常会 

取組概要 
昔からある「気寄りの良さ」の維持に向け

た方策の検討と展開 

親睦交流会 
流しそうめ

ん 

 

 

 
【ポイント】 

▼ 「気寄り」が町会に必要なことを見出 

 し、維持していくために町会事業の方向性 

 を検討 
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項目８ 担い手となる人材発掘・育成 



 

 

 ８ 担い手となる人材発掘・育成 

事例８－１  

取組名 広報仕分け・配布作業お手伝い事業 

町会名 両下町
りょうしたまち

町会（安原地区） 

町会 

データ 

・人 口／168 人 

・世帯数／96世帯 

・高齢化率／36.9％ 

・町会加入数／104 世帯 

・常会数／なし 

・隣組数／７組 

取組概要 

・町会役員が行っていた広報の仕分け等につい

て、各隣組から募集したボランティアにお手伝

いいただく。 

・併せて、地域コミュニティの活性化を図るた

め、お手伝い終了後に茶話会を開催する。 

背景・課題 

・本町会は町内公民館を所有していないことから、

毎月、役員が前町会長宅等に集合して、広報の仕

分けをはじめ、７つある隣組長と５つの集合住

宅へ配布を行っていた。 

・上記の一連の作業は年 12 回以上行う必要があり、

また、それ相応の時間も掛かるため、役員に業務

が集中することで負担感が増していた。 

・町会の役員候補者が減少傾向にある中で、この一

連の作業の見直しが喫緊の課題となっていた。 

 

経過・取組内容 

・７つある隣組からお手伝いに従事してくれるボ

ランティアを募集した。 

・応募のあったボランティアの皆さんの中から毎

月４名を輪番で振り分け、前町会長宅等へ集合

し、お手伝いを行っていただいている。（町内公

民館を所有していないため。） 

・今まで役員が行っていた広報の仕分け作業や差

込み作業、回覧の仕分け等を行い、各隣組長と集

合住宅へ配布していただく。 

・お手伝い終了後は茶話会を開催し、ボランティア

同志のコミュニケーションを図っている。 

・作業場となる前町会長宅等の借上げや、仕分け等

に使用するかごや袋などの備品・消耗品、ボラン

ティアの皆さんの保険、茶話会用の茶菓子は町

会が用意している。 

 

成果・今後の展望等 

・少ない役員で行っていた毎月の仕分け等作業を

地域のボランティアの皆さんにお手伝いいただ

くことで、役員の負担軽減が図られた。 

・町会の役員候補者がなかなか見つからない状況

の中で、「働きながらでもできる町会役員」を実

現するため、町会の皆さんの公平性・分担等を考

慮しながら実施している。 

・これからも各隣組からお手伝い可能な皆さんを

募集するとともに、今までに町会活動に参加し

たことのない方々にもお声がけしている。 

・今後は、他の作業や活動にもお手伝いいただくこ

とを視野に入れ、人のつながりの強い、健康で住

みやすいまちづくりを推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （仕分け作業中のボランティアの皆さん） 

【ポイント】 

🔻 デジタル時代にアナログ的な要素を取り

入れて町会役員の負担軽減と地域コミュニ

ティの活性化を図る。 
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背景・課題 

・ 働き方の変化や隣近所のつながりの希薄化な

どを背景に、町会加入率の低下や町会役員のな

り手不足等が課題となっている。 

・ 町会運営を持続可能なものとするために、現役

世代を始めとした若い世代が参加しやすい環境

を整えるとともに、町会運営への参画を促す取

組みが必要とされていた。 

 

経過・取組内容 

① 現役世代が参加しやすい環境整備 

・ 「順番で回ってくるブロック長と隣組長の業務

内容が見えず不安」という声があったことから、

Ｒ２年度に町会業務をマニュアル化した。 

・ 年度当初の役員会で、町会の各業務について丁

寧に説明することで、これまで年６回行ってい

た組長会を年２回（半期に１回）に縮減した。 

・ また、現役世代が仕事と両立しながら出席でき

るよう、役員会等の開催日時を金曜日の 19時か

らに固定したほか、行事の年間スケジュールを

早めに周知するようにした。 

・ 役員の行事等への参加については強制せず、欠

席しても一切とがめないこととしている。 

② 「ささべばーべきゅー」の開催 

・ Ｒ７年度、若い世代の参加・交流を促す機会と

して「ささべばーべきゅー」を開催した。 

・ 地区防災部長の声掛けにより、公民館委員（40

～50 代の有志８名）が主体となり、行事の企画

から周知、当日の運営までを担った。 

・ なお、実施にあたっては、町会が災害時に備え

て整備してきたバーベキューセットを活用 

 

成果・今後の展望等 

・ 会議日時の固定化等により、ほとんどの役員が

出席できるようになった。 

・ バーベキューには、約 300 人が参加。防災活動

を兼ねて実施したため、若い世代だけでなく、ベ

テラン世代も参加し、世代を越えた貴重な意見

交換と交流の場となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

▼ 現役世代が仕事をしながら町会活動

に関われる環境整備 

▼ 若い世代自らが企画・運営する事業

を通じて、世代間交流を促進 

 ８ 担い手となる人材の発掘・育成 

事例８－２  

取組名 現役世代が参加しやすい環境整備及び交流行事の開催 

町会名 笹部
さ さ べ

町会（鎌田地区） 

町会 

データ 

・人 口／2,383 人 

・世帯数／1,025 世帯 

・高齢化率／22.1％ 

・町会加入数／777 世帯 

・常会数／10ブロック 

・隣組数／59組 

取組概

要 

〇 町会業務のマニュアル化、会議日時の固定

化、年間スケジュールの早めの周知 

〇 公民館委員（若手）を中心に、交流行事「さ

さべばーべきゅー」を企画・実施 

バーベキューの案内チラシ 
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背景・課題 

・ 隣組は 10 組あり、かつては冠婚葬祭などで重

要な役割を担っていたが、組の活動や交流機会

がなくなり、隣近所の関係が希薄化している。 

・ 伝統行事や敬老祝賀会、新年会などは、一般参

加者が減少し、準備の負担からか役員側の顔ぶ

れも固定化しているため、新しいイベント等の

企画に頭を悩ませている。 

・ 町会役員は、概ね年齢順に務め、町会長職には、

副町会長経験者が就任する慣例となっているが、

団塊の世代が引退したあとの人材確保が懸念さ

れている。 

経過・取組内容 

・ Ｈ28に、町会在住の若者コミュニティとして、

20 代から 60 歳以下の比較的若い世代が、「蒼鷹

会（あおたかかい）」というグループを立ち上げ

た。 

・ 町会内にある「レストラン上高地」（通称レス

カミ）を会の聖地として、会議という名の懇親会

を不定期に開催している。 

・ 会の自由な発想に基づいた話合いから、野営

（バーベキュー）部、登山部、芝刈り（ゴルフ）

部、二輪部、ふらば（ワンバウンドフラバールバ

レー）部などが生まれている。各部は、希望すれ

ば参加できるものとし、複数に所属することも

可としている。 

・ Ｒ７年度は、若者グループと更に連携していく

ため、「蒼鷹会」と町会が共催し、防災訓練やバー

ベキュー（ＢＢＱ）による親睦を内容とする「下

新北防災祭り」を計画。当日雨天のため、ＤＶＤ

学習会のみとなったが、次年度以降も開催を予

定している。 

成果・今後の展望等 

・ 蒼鷹会の活動を通じて、若い世代の横のつなが

りを作るだけでなく、卓球大会や三九郎等の町

会行事の運営に協力するなど、町会活動にも貢

献している。 

・ 会の活動として、公民館の広場でＢＢＱや宿営

（キャンプ）を行っているが、災害時に備えた道

具の点検や使

用方法を学ぶ

訓練の機会に

もなっている。 

・ 現役世代を

始めとした若

い世代が活躍で

きる場を確保

し、町会との関

わりを増やして

いくことで、将

来の担い手づくりにつながっている。 

   ８ 担い手となる人材の発掘・育成 

事例８－３  

取組名 若手の自主グループ「蒼鷹会」の活動 

町会名 新村下新北
にいむらしもにいきた

町会（新村地区） 

町会 

データ 

・人 口／317 人 

・世帯数／149 世帯 

・高齢化率／42.3％ 

・町会加入数／104 世帯 

・常会数／なし 

・隣組数／10組 

取組概

要 

〇 町会内の若手（20 代から 60 歳）で、自主活

動グループ「蒼鷹会」を組織 

〇 町会行事の運営に協力するほか、町会との共

催で「下新北防災まつり」を企画 

【ポイント】 

▼ 若手の横のつながりで、町会活動を活性化 

▼ 若い世代が活躍できる機会を確保すること

で、将来の担い手を育成 
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背景・課題 

・ 当町会は、地区内で一番大きく住民が多い反面、

住民同士の顔の見える関係が作りづらく、役員

選出に難しさを抱えている。 

・ 河川清掃の事前準備、花壇づくり等の作業につ

いては、町会役員だけで行っていたが、負担が大

きいため、負担軽減が課題となっていた。 

 

経過・取組内容 

・ 役員の負担軽減を図るため、Ｒ５年度から、町

内回覧で各種事業への協力者（ボランティア）を

募集している。 

・ ボランティアを募集する事業は、伊和神社境内

の清掃、河川一斉清掃前の事前清掃（草刈り）、

花壇づくり及び水やり、ツール・ド・美ヶ原自転

車レース大会動員、有害鳥獣防護柵管理事業、選

挙立会人などである。 

・ 河川清掃の事前準備には 10 名、花壇づくりに

は７～８名程度の応募がある。 

・ 作業実施後には、慰労会を行い、役員、ボラン

ティアで懇親を深めるなど、関係づくりにも努

めている。 

・ また、協力者には謝礼として商品券を渡してい

る。 

 

成果・今後の展望等 

・ 花壇づくりには、普段あまり町会活動に参加し

ていない現役世代も参加し、新たなつながりが

生まれている。 

・ 河川清掃前の事前清掃ボランティアが、今後の

町会活動を担ってくれる人材になることを期待

している。 

・ なお、当町会の取組みは、近隣町会である惣社

１丁目町会、惣社３丁目町会にも広がり、Ｒ７年

度から同様の試みが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 担い手となる人材の発掘・育成 

事例８－４  

取組名 ボランティア募集による役員の負担軽減及び新たな人材発掘 

町会名 惣社
そ う ざ

２丁目
にちょうめ

町会（本郷地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,410 人 

・世帯数／639 世帯 

・高齢化率／22.8％ 

・町会加入数／355 世帯 

・隣組数／30組 

取組概要 

○ 従前、役員だけで実施していた河川清掃や

花壇づくり等について、町内回覧でボラティ

アを募集 

○ ボランティアには、今まで町会活動に参加

が少なかった現役世代も参加 

【ポイント】 

🔻 ボランティアを募集することで、役員の負

担を軽減 

▼ 役員の負担軽減だけでなく、今後の町会活

動を担ってくれる人材を発掘・育成 

ボランティア募集の回覧 
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背景・課題 

・ 松本市が開発・造成を行った住宅団地で、令和

8年で 38年目を迎える。年齢別には開発当時に家

を建てた第1世代の 60代から 70代の人口が最も

多いが、既に亡くなったりして空き家となってい

る世帯も出始めている。空き家でも家主が別の場

所にいて、町会費を払ってくれる世帯もある。 

・ 宅地としての需要はあるため、新しく転入して

くる人もいるが、町会に入ってくれない世帯も多

い。また、年を取って役員ができないからと町会

を脱退したいという世帯も出てきている。 

・ 町会未加入世帯が約 50 世帯ぐらいあり、町会

加入の意義やメリットの周知が課題となってい

る。 

経過・取組内容 

・ 松本地震を契機として、自主防災会を設置して

15 年ぐらいになる。システムエンジニア、建築、

医療、無線、ガス、行政など、その分野に詳しい

町会在住者に当時の町会長が声をかけて組織化

した。永久会員の専門集団で、隣組の輪番で選出

される生活安全部（交通安全部と防災部を合わせ

た役）を支える役割を果たしている。牛伏寺断層

が近くにあることも設立要因の一つ。 

・ 自主防災会の役割としては、年 1回実施する防

災訓練の企画の他、町会の防災計画の見直しや組

織作り、町会の備蓄計画なども作成している。会

議は毎月第２水曜日の夜開催している。 

・ 訓練内容は、町会内の消防団員の協力も得て、

放水訓練やＡＥＤの使用、煙道訓練などを行う。 

・ 安否確認訓練も実施している。町会で「助け合

い台帳」を整備して、どの世帯に何人住んでいる

か、小学生より下の人が何人いるか、手助けが必

要な人が何人いるか、などの情報の他、家族の連

絡先や緊急連絡先を登録している。その情報は隣

組長に提供しているが、なかなか手助けが必要な

人の情報を出してもらうのが難しい。年 1回の訓

練の際に点検･更新している。 

成果・今後の展望等 

・ 自主防災会が、輪番の町民だけではなく、永久

会員の専門集団が存在することで、防災活動の蓄

積と引継ぎが確実にできている。 

・ 自主防災会の活動が存在することで、町会加入

の意義やメリットの一つに位置付けることがで

きている。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 担い手となる人材発掘・育成 

事例８－５  

取組名 棚峯町会自主防災組織の活性化  

町会名 中山棚峯町会（中山地区） 

町会 

データ 

・人 口／942 人 

・世帯数／434 世帯 

・高齢化率／47.24％ 

・町会加入数／352 世帯 

・常会数／３ブロック 

・隣組数／20組 

取組概要 

町会として自主防災会を組織している。当時の

町会長が松本地震を契機に、各部門の専門人材を

入れて組織化し、現在まで継続している。 

▲棚峯町会 放水訓練の様子 

【ポイント】役員を輪番による選出だけでなく多

様な専門家を加えることで、ノウハウの蓄積や活

動の活性化につながっている点 
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背景・課題 

・ 町会の役員は、現在 50 代が主に担っているが、

次の世代をどうするかが課題になっている。50

代に比べて 30～40代の人数が少ないこともある

が、関りは少ない。 

・ 寿台に住んで２代目という住民もいるが、関係

づくりはそれほどできていない。 

 

経過・取組内容 

① 「納涼会」の開催 

・ 毎年、お盆の初日に「納涼会」を開催している。

コロナ禍で地区の夏まつりが中止となった際、

「寂しいから何かやろう」といって始めたのが

最初。 

・ 準備が大変なため、役員は終わったあとヘトヘ

トになるが、やりがいもある。 

・ 内容は、子ども対象のゲームコーナーが中心。

子ども会や、２丁目ボランティア部など有志の

団体がブースを運営してくれる。 

・ チラシに抽選券を印刷し、当日抽選箱に半券を

入れてもらうようにしたところ、普段町会行事

に来ない人も出てくるようになった。 

② 「２丁目ボランティア部」の組織化 

・ 納涼祭を下支えしているのが「２丁目ボラン

ティア部」。町会内の清掃・環境美化等を推進す

るために組織化し、草刈りや雪かき、町会行事な

どを担っている。ボランティア部のメンバーに

ついては、納涼会をはじめ、町会の活動を通じて、

加わってくれそうな人に声がけをしている。 

・ 中には、ボランティア部には名を連ねたくない

が、草刈りには協力してくれるという人もいて、

保険はその人も含めて付保している。いちばん

若いメンバーは 30代だが、若い人は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果・今後の展望等 

・ 納涼会は、Ｒ７年度で６回目を数え、100 人超

が参加する大規模イベントに成長した。 

・ コロナ禍の制約を新たな機会として捉え、住民

の「やりたい」を形にしたことで、住民力の高さ

を示すことができた 

・ 納涼祭は、町会住民の多くが参加するイベント

であり、企画運営を担ってくれる住民も多いた

め、可能な限り継続したい。 

・ ２丁目ボランティア部の活動が、町会の活性化

と町会内の人材発掘や育成につながっている。 

 ８ 担い手となる人材の発掘・育成 

事例８－６  

取組名 納涼会開催による町会の活性化と、人材発掘・育成 

町会名 寿 台
ことぶきだい

２丁目町会（寿台地区） 

町会 

データ 

・人 口／377 人 

・世帯数／165 世帯 

・高齢化率／41.1％ 

・町会加入数／149 世帯 

・隣組数／15 

取組概要 

○ コロナ禍を機に始めた町会の「納涼会」

が 100 人規模のイベントに成長 

○ 「２丁目ボランティア部」が納涼祭を下

支え。活動の中で町会内の人材を発掘 

 【ポイント】 

▼ 草刈りボランティアを通じた町会内の人材の

発掘・育成 

▼ 住民の「何かやろう」という発想を許容し、後

押しができる町会運営 

納涼会 花火大会 
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背景・課題 

・ 当町会は、県の宅地造成により、昭和 46～48

年ごろに、当時 30～40 代の働き盛りが家を新築

し、住み始めたのが始まりで、現在も当時入居し

た住民が住み続けている。 

・ 町会の年代別の人口では、第１世代の 80代が

最も多く、第２世代の 50代前半、第３世代の 30

代にピークがあるが、他の年代とのギャップは

大きく、高齢化も顕著となっている｡ 

・ 特に第１世代は、「４丁目」は自分たちが築い

てきたという自負を持っている。役員経験者は

「やってよかった」という人が多い。 

 

経過・取組内容 

・ 当町会では、「育成会」「長寿会（高齢者クラブ）」

「お元気会（100 歳体操クラブ）」に補助金を支

出し、活動を支援している。 

・ 育成会は、三九郎や、夏休みのラジオ体操、花

火大会、寿台地区夏まつり時の子ども神輿など

を行っている。子ども神輿は、４丁目独自に実施。 

・ 長寿会は、花壇づくりや集会所の清掃等のほか、

旅行等の親睦活動も実施している。 

・ 今から 10 年前に、主に町会行事を支えるボラ

ンティアとして「寿台４丁目青年会」を設立した。

当時、青年会を作って活動したいという住民が

いたために実現した。現在会員は 25 人、うち 15

人ぐらいが常時動いてくれている。 

・ メンバーは 60 代が中心だが、若い人もいる。

Ｒ７年度に転入してきた１世帯も、青年会に加

入してくれた。 

・ 青年会の活動としては、夏まつりの神輿担ぎや

球技大会等の地区行事への協力のほか、三九郎・

花火大会など子どもを対象とした行事、一斉清

掃時の草刈りなどへの協力を行っている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 育成会の活動を通じて「地域が子どもたちを見

守り育てる」という意識を醸成するとともに、子

どものときから地域と関わる機会が維持されて

いる。 

・ 青年会の中には「65 歳で青年会を卒業し、そ

の後町会長をやる」という人も複数いる。 

・ 育成会、青年会、長寿会と各年代で地域と関わ

れる場が用意されているため、世代間の引継ぎ

も容易であり、住民の結束力の維持につながっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 ８ 担い手となる人材の発掘・育成 

事例８－７  

取組名 青年会等、世代ごとの組織･活動を通じた人材育成の仕組み 

町会名 寿 台
ことぶきだい

４丁目町会（寿台地区） 

町会 

データ 

・人 口／245 人 

・世帯数／106 世帯 

・高齢化率／37.4％ 

・町会加入数／85世帯 

・隣組数／９組 

取組概要 

○ 育成会、青年会、長寿会を始めとした

各年代の活動を町会が支援 

○ それぞれの活動を通じて、町会の人材

育成につなげている。 

【ポイント】 

▼ 育成会、青年会、長寿会と各世代の活動を

支援することで、切れ目なく町会人材を育成

する仕組み 
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背景・課題 

・ 役員の引受け手がなかなかいない。組長に選出

された人に、順番に役員をお願いしているが、公

民館の文化・体育などの委員選出が負担になっ

ている。 

・ 当町会では、70 代後半から 80代前半の女性が

突出して多く、女性の一人暮らし高齢者も多い。

子どもから若年層はどの年代も少ないが、特に

10 代後半と 20代が少ない。 

・ Ｒ５年度、連鎖的に町会の脱会が続いた。「高

齢で役員できないから」という高齢者世帯が３

世帯、「町会に入っていてもメリットを感じられ

ないから」という 30～40 代の世帯が３世帯あっ

た。 

・ コロナ前までは、研修旅行や焼き肉大会、もち

つき大会など実施していたが、役員の負担が大

きいため、再開しようという動きにはなってい

ない。 

 

経過・取組内容 

・ 草刈りボランティアを行う「草刈り隊」を組織

している。50～60 代の 11 人が参加し、そのうち

７人は寿台生まれ・寿台そだち、４人は転入者。 

・ 草刈り隊のメンバーは、現町会長が、町会で一

緒に活動した人などに声がけして集めた。 

・ 現町会長は着任して 10 年。「町会長を 10 年も

やればどこに誰がいるかは、だいたい分かるよ

うになる。」というように、長年にわたって築い

てきた個人的なネットワークが役立てられてい

る。 

・ 草刈り隊のメンバーは、町会長宅で焼肉会を行

うなど、公私において親睦を深めている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 草刈り隊の活動を町会活動に位置づけること

で、衛生費の中から謝礼を出せるようになった。

町会内の草刈り隊に対する理解も進んでいる。 

・ 寿台２丁目町会でも草刈りボランティアが組

織されているため、今後交流などできたらよい、

という意欲も出てきている。 

・ 町会長宅で実施する焼肉会は、日程調整して声

掛けすれば、メンバーのほぼ全員が集まるくら

いの結束力になっている。 

・ 町会活動への理解が進み、草刈り隊の中には

「自分が退職したら、町会長をやってもいい」と

いう人も出てきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 担い手となる人材の発掘・育成 

事例８－８  

取組名 「草刈り隊」の活動を通じた担い手人材の育成 

町会名 ９丁目町会（寿台地区） 

町会 

データ 

・人 口／345 人 

・世帯数／164 世帯 

・高齢化率／45.5％ 

・町会加入数／117 世帯 

・隣組数／17組 

取組概要 

○ 町会内の主に清掃活動･環境美化活動

を推進するため、「草刈り隊」を組織 

○ メンバー間の親睦を深め、結束力を高

めるとともに、将来の担い手人材を育成 

【ポイント】 

▼ 活動を通じた人間関係の構築と地道な声が

けにより、町会人材を育成、集団化 
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項目９ 多様な住民参加の促進 



 

 ９ 多様な住民参加の促進  

事例９－１  

取組名 防災・見守りを切り口としたマンション世帯との関係構築 

町会名 小池町
こいけまち

町会（第二地区） 

町会 

データ 

・人 口／428 人 

・世帯数／226 世帯 

・高齢化率／35.98％ 

・町会加入数／231 世帯 

取組概要 

〇 マンション管理会社及び理事会に働きか

け、マンション世帯の防災訓練への参加を促

すとともに、高齢者の見守り体制を構築 

背景・課題 

・ 当町会には３棟のマンションがあり、160 世

帯ほどが入居している。すべての世帯が町会に

加入し、全体の７割を占めているが、町会活動

への関心は高くない。 

・ 各マンションを代表する「理事長」は、１年

ごとに交代するため、町会との関係づくりを更

に難しくしている。 

・ 災害時の安否確認や見守り体制の構築に加え、

町会の担い手確保のためにも、マンション世帯

との平時からの関係づくりが課題となっている。 

 

経過・取組内容 

① 防災訓練への参加呼びかけ 

・ マンション管理会社及び理事会に根気よく働

きかけ、理事長も訓練の打合せに参加していた

だいたほか、エレベーター内にも防災訓練のポ

スターを掲示。 

・ Ｒ７.２に市民芸術館避難所運営訓練に合わ

せて実施した防災訓練では、マンション世帯か

ら 25名の参加があり、避難者名簿も作成した。 

② 見守り体制の構築 

・ 当町会では、オレンジファイルによる要支援

者名簿及び町会民生委員が作成する「70 歳以上

一人暮らし調査票」から、見守りが必要と思わ

れる住民をリストアップしている。 

・ 対象者には、市社協「ささえあいつむぎカー

ド」」を記入してもらい、緊急連絡先や避難時

に必要な支援を把握している。 

・ 情報収集が難しいマンション世帯については、

民生委員に町会長が同行して個別訪問し、その

結果、対象者 17 人中 15 人からカードの提出が

あった。 

・ カードの記載情報を基に、「ささえあいマッ

プ」（マンション以外）も作成し、これらの情

報は町会長、民生委員、組長で共有している。 

・ また、対象者には、民生委員が定期的に訪問

するほか、９月の敬老祝金配布時には、民生委

員に町会長、ボランティア部会（５名）のメン

バーが同行し、生活の様子などを聞き取ってい

る。 

 

成果・今後の展望等 

・ これらの取組み

を通じて、互いの

顔の見える関係が

できつつある。 

・ マンションの管

理人とも良好な関

係が築かれ、国勢

調査の際にも生か

された。 

・ 一方、子ども会

ＰＴＡの方々がマ

ンションにも多く

住んでおり、伝統行事を通じてＰＴＡとの関係

を構築。ＬＩＮＥなどでマンションの情報を得

るようにしている。 

【ポイント】 

▼ 住民共通の課題（防災・見守り）を切り口

に、管理会社や理事会に働きかけ、マンショ

ン世帯との関係を構築 

防災訓練の回覧 
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背景・課題 

・ 当町会は、県営･市営の住宅団地で構成され

ており、高齢化が進む一方で、住民の出入りが

激しい。棟によっては建て替えの話しから他地

区等へ転出する人もいるなど、町会事業の担い

手の確保が難しい。 

・ 月１回、一斉清掃をブロックごとに実施して

いるが、駐車場や公園、居住区域の道路や側溝

等の清掃と、その範囲が広く、動ける人が少な

いため、追いついていない。杖をついている人

が草を集めている状況。草刈り作業への参加者

には、刈払機を持つ人が少ない。シルバー人材

センターの料金では、町会の財政的に頼むこと

もできない。駐車場の草刈りは、町会執行部や

衛生部等が実施するが、刈払機を使っても半日

を要する。 

・ 町会事業として他に地区夏まつり後の懇親会

がある。公民館事業として年６回サロン活動を

実施しているが、参加者は 15 人程で、参加者は

固定化している。 

 

経過・取組内容 

・ 草刈りができる人がいない中、ブラジル国籍

の方が草刈りの担い手となってくれた。無償で

やってくれていたが、燃料費等も考慮し、総会

時に１回千円と決めた。人が出せないブロック

は、費用を工面して、その方にお願いしている。 

・ 技能実習生として働いているミャンマー国籍

の人達が 12 人住んでいる。３年の期間内に介護

士等の試験に合格すると延長できるとのことで、

受入企業側も、「ぜひ町会活動に貢献してもら

いたい」と言ってくれている。日本語が分から

ない人もいて、コミュニケーションが課題とな

るが、草集めには参加している。また、地区の

夏まつりの時にはミャンマー料理を振舞ってく

れて、良い交流機会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 地区の夏まつりの際の神輿担ぎは、フィリピ

ン国籍の人達も参加している。フィリピン国籍

だが、生まれも育ちも地元という人もいる。 

成果・今後の展望等 

・ 町会としては、高齢化と人口の減少が進んで

いく中、在住の外国籍住民の力も借りながら町

会運営をしていきたい。 

・ 外国籍住民が、地区や町会の活動に関わるこ

とで、周りの住民の多文化共生に対する意識も

高まっているように感じられる。 

 

 ９ 多様な住民参加の促進 

事例９－２  

取組名 外国籍住民とのつながりづくりによる多文化共生の推進と町会の活性化  

町会名 寿台５丁目町会（寿台地区） 

町会 

データ 

・人 口／245 人 

・世帯数／106 世帯 

・高齢化率／37.4％ 

・町会加入数／85世帯 

・常会数／８ブロック 

・隣組数／21組 

取組概要 

〇 町会の人口減少と高齢化による担い手不足

が進行する中、外国籍住民と親睦を深めなが

ら、町会運営の担い手として位置付けてい

る。 

【ポイント】 

▼多文化共生により担い手を確保し町会運営 

「多文化交流会」 
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項目１０ その他 町会運営活動事例 



 

 

背景・課題 

・ Ｓ53 年の土地区画整理事業によって松原団地

が開発されたのを契機にＳ63年、松原町会が設立

された。それ以前は寿地区白川町会の１つの常会

だった。 

・ Ｈ15 年に地区としての位置づけがなされ、Ｈ

22 年松原地区公民館・福祉ひろばが開館、Ｈ26年

に地域づくりセンターが設置された。 

・ 松原団地として分譲されたＳ50 年代以降に新

築して転入した方々の高齢化が進み、近年は特に

後期高齢者の割合が、Ｒ元年度 9.3％からＲ７年

度 15.8％に急激に上昇 

・ 町会加入率は、市全体と比べても低く、特にア

パート･マンションが多い町会の加入率が低い。

加入率が高い町会も高齢化が進み、役員のなり手

不足など、町会活動の継続が課題となっている｡

古くからの集落が基ではないため、お祭りなど地

域の風習は無く、町会独自の活動も少ないため、

住民同士のつながりづくりのためには地区事業

の実施が必須だが、担い手となる人材が少ない。 

 

経過・取組内容 

・ 松原地区町会連合会では、Ｒ７．９から町会長

懇談会を毎月理事会（町会長と各種団体の代表者

の会議）の前段で開催し、町会が抱える課題等に

ついて自由に意見交換をしている。 

・ その中で第６町会が、15 年後に町会役員や町

会活動に参加できる家族がいるか否かを尋ねた

アンケートの結果として96世帯中38世帯しか担

い手が「いる」と答えなかったことを報告した。 

・ これにより、持続可能な町会に向けた抜本的な

見直しの必要性が町会長の間で共通認識となり、

独居高齢者の町会費の負担軽減や役員報酬に関

する情報交換等、積極的な意見交換の場になった。 

 

成果・今後の展望等 

・ 町会長懇談会で情報や意見を交換する中で、他

町会の町会長から知恵や情報提供により、各町会

での検討の一助となることが増えている。 

・ 連合会で統一する目安を示し、各町会で最終的

に検討して決定という方向性が確認できた。 

・ 松原地区は２年で町会長が総交代するが、旧町

会長が町会長懇談会に無理のない範囲で参加し、

活発な議論が継続できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 １０ その他 町会運営活動事例 

事例１０－１  

取組名 15 年後を見据えた町会運営の在り方検討  

町会名 松原
まつばら

第１～第７町会（松原地区） 

町会 

データ 

・人 口／2,956 人 

・世帯数／1,300 世帯 

・高齢化率／30.28％ 

・町会加入数／799 世帯 

・隣組数／125 班 

取組概要 

〇 第１から第７までの町会長が意見交換や情

報交換する中から、15年先を見据えた町会の在

り方について検討 

【ポイント】 

▼ 町会長懇談会により、各町会の課題を地区

全体で議論共有し、解決に向け取り組む 

・・・ いない（未加入含む）

・・・ 不明（未回答含む）

【設問】１５年後、町会役員や町会活動に参加
できる家族が いる・いない

・・・ いる

７班

６班

８班
５班

２班

介護施設

４班

３班

合計 96 ⇒ 38 世帯 、不明11
松
原
東
公
園

８班 12 ⇒ 2 世帯 、不明3

７班 12 ⇒ 7 世帯 、不明1

６班 14 ⇒ 3 世帯 、不明2

（施設除く）

５班 9 ⇒ 4 世帯

４班 12 ⇒ 5 世帯

３班 10 ⇒ 5 世帯 、不明1

２班 12 ⇒ 6 世帯 、不明3

、不明1 １班

令和７年現在　班編成図

松原第６町会

現在 ⇒ １５年後予想

1班 15 ⇒ 6 世帯🔻

第
６
町
会
か
ら
示
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 
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背景・課題 

・ 町会の役員体制は、町会長、副町会長２名、公

民館長・副公民館長、常会長５名の十役。 

・ 十役会で主要事項を協議し、各常会３名ずつ選

出される審議員と十役で構成される審議会にお

いて、承認決定している。 

・ 現町会長就任（Ｒ２年）以来、町会内の諸課題

解決に向けて話し合う場について、検討を行っ

てきた。 

 

経過・取組内容 

・ Ｒ６.10 月、十役、審議会審議委員、専門部長、

顧問（町会長経験者）の約 40名で「島高松未来

づくり検討会」を立ち上げた。 

・ 会議は９回開催。課題を共有するとともに協議

を重ねてきたが、Ｒ７年度末、役員の２年任期に

合わせて検討会は一区切りとし、報告書をまと

めることとした。 

・ 住民アンケートを実施したところ、高齢者支援

について約 260 名から回答あった。 

・ 80 歳以上は免許なしが多く（計 68人）、買物・

通院は家族による送迎が最多。移動支援や生活

支援（ごみ出し、雪かき、庭木剪定、草取り等）

のニーズが高く、支援体制構築が必要との報告

書をまとめ、次期体制で検討していくこととし

た。 

・ 会議では、執行部側が一方的に会議資料を説明

することはできるだけ避け、グループ討議や

ワールドカフェを行うなど、会議運営の工夫に

努めた。 

・ 検討会の結果、常会から選出する役員について

は、常会の責任において一定のルール化を進め

ることとした。常会内の話合いによって、一定の

成果を出した常会もあれば、従来どおりでよし

とする常会もあった。 

・ また、町会に対して住民が無関心なのは、情報

発信がないからだと考え、毎月の「町会だより」

の発行にも力を入れている。編集委員会などは

置かず、町会長が役員会の審議結果や行事の様

子などをＡ４版両面にまとめて発行、回覧して

いる。 

 

成果・今後の展望等 

・ 「町会だより」については、「毎月楽しみにし

ている」と言われることも増え、情報発信、周知

啓発が強化できている。 

・ 検討会の営みにより、町会内の課題を話合いに

よって解決していく流れができつつある。 

・ 町会をより良いものにしていくためには、役所

や外部の力に頼らず、町会自らが会議の見える

化や話合いの文化の変革に努め、住民同士の関

係構築を図っていく必要があると考える。 

【ポイント】 

▼ 住民同士の対話を重視し、会議の見える化

や話合い文化の変革を促進 

▼ 積極的な情報発信で、住民の関心を醸成 

 

 １０ その他 町会運営活動事例 

事例１０－２  

取組名 島高松未来づくり検討会 ～会議の見える化・話合い文化の変革～ 

町会名 島内
しまうち

島高松
しまたかまつ

町会（島内地区） 

町会 

データ 

・人 口／1,445 人 

・世帯数／722 世帯 

・高齢化率／26.5％ 

・町会加入数／534 世帯 

・常会数／５常会 

・隣組数／58組 

取組概

要 

○ 役員選出方法の見直し等、町会内の諸課題を

解決するため、「島高松未来づくり検討会」を発

足 

○ 毎月「町会だより」を発行し、役員会の結果

や行事の様子などを発信 
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背景・課題 

・ 町会役員体制は、四役（町会長・副町会長・会

計・公民館長）と衛生部長含めた五役、他に福祉

部長等 24人体制で、町会長は、前任の四役が年

齢等を考慮しながら人選し、直接交渉（一本釣り）

により内定している。 

・ 町会長の任期は２年だが、退任後２年間は、「相

談役」として会議等に出席し、新役員への指導を

行っている。町会長２年、相談役２年、長寿会２

年などと、町会長は長期間に渡り町会に携わっ

ている。 

・ 自主防災組織については、Ｈ11 年頃から松本

市のコンサルティングを受けながら発足させ、

自主防災会の規約は、Ｈ14.4 から施行している。 

 

経過・取組内容 

・ 組織編成は、総務班、情報班、避難誘導班、消

火班、救出救護班、要援護者班、給食給水班、除

雪班となっている。 

・ 総務班は、町会長、防災部長を中心に補佐役と

して旧町会長が加わって編成。また、他の情報班、

避難誘導班、消火班、救出救護班、要援護者班、

給食給水班の班長・班員には、消防団ＯＢや役員

経験者中心のメンバーでほぼ固定され、長年活

動を継続してきている。 

・ 役員任期について、規約では、「役員並びに班

員の任期は２年から６年とし、後任者へ引継ぎ

が完了した時点で退任とする。ただし、再任する

ことができる。」としている。 

 

成果・今後の展望等 

・ 長期間、同じ人が役を担うことにより、町会や

自主防災会の運営においてノウハウが蓄積され、

薄まることなくブラッシュアップできている。 

・ 町内５か所の一時集合場所への独自の避難

マップ、組織編成表が別途作成されている。市の

要支援者名簿を活用して要支援者に対し、災害

時に誰が助けるか、どこへ避難するかを明確に

している。 

・ 除雪マップを作成し、市の基準より早い 10 ㎝

程度の積雪で町内通学路の除雪を開始する体制

ができており、高齢者の安心・安全にもつながっ

ている。除雪機を持つ住民（約６名）には費用弁

償し、協力をいただいている。 

・ 町会の防災訓練は、『無事ですタオル』を活用

した安否確認訓練を春（６月）と秋（11月）に実

施しており、約 500 人が参加。 

・ 全世代を対象とした町会最大のベントである

納涼祭に合わせ、Ｒ７年度は、炊き出し訓練とし

てパッククッキング（約 100 食）を実施し、若い

世代への防災意識向上のためのＰＲを行った。 

 

 
 

 

 

 

 １０ その他 町会運営活動事例 

事例１０－３  

取組名 自主防災会組織運営の安定化、事業のブラッシュアップ 

町会名 神林下
しも

神
かん

町会（神林地区） 

町会 

データ 

・人 口／644 人 

・世帯数／279 世帯 

・高齢化率／37.6％ 

・町会加入数／201 世帯 

・常会数／７常会 

・隣組数／24班 

取組概要 

〇各班長は比較的長期固定（情報、避難誘導、消

火、救出救護、要援護者、給食給水） 

〇除雪マップの作成 

【ポイント】 

🔻 組織運営の安定化、持続可能性とブラッ

シュアップ 
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背景・課題 

・ 戸建て世帯に限れば町会加入率は 100％だが、

アパート２棟（５世帯）は未加入であり、「居住

会費」のみ不動産管理会社から徴収している。 

・ 災害時には、町会加入未加入問わず、全世帯で

助け合う必要があるため、各世帯の状況把握が

不可欠である。 

 

経過・取組内容 

① 「防災台帳」の整備 

・ Ｈ28 年、アパートを含めた全世帯を対象に、

家族構成、住所、氏名、年齢、職業、連絡先、在

宅時間帯、健康状態、要支援要介護情報を記載し

た「防災台帳」を作成した。 

・ 作成に当たっては、役員が各世帯を回り、丁寧

に説明することで、住民の理解を求めた。 

・ 「防災台帳」は、毎年６〜９月に、伍長（隣組

の班長）を中心に更新作業を行っている。 

・ 新築入居等による転入者についても、町会長を

中心に働きかけ、町会加入と「防災台帳」への情

報提供に協力してもらっている。 

・ 高齢者については、「足が不自由」「耳が聞こえ

にくい」などの詳細な情報を特記し、町会長、各

部長、各伍長で管理することで、災害時の要支援

者の把握や声がけを容易にしている。 

・ また、松本市社会福祉協議会の「ささえあい

マップ」を早期に整備したほか、一人暮らし高齢

者宅の「除雪マップ」も作成し、除雪機所有者が

当番範囲を決めて除雪を行っている。 

② 町会費減免制度 

・ 高齢世帯等の町会脱会を防止し、加入率を維持

するため、５年ほど前に町会費の減免制度を設

けた。 

・ 減免率は 43％、Ｒ７年度については、８世帯

に適用している。 

・ なお、減免となる世帯要件は次のとおり。 

ア 18 歳以下の子がいるひとり親単独世帯 

イ 夫婦のどちらかが80歳以上の単独世帯及び

80 歳以上の単身世帯 

ウ 要支援者 

・ 世帯状況が把握できているため、要件の確認も

容易であり、公平一律に運用できている 

 

成果・今後の展望等 

・ 「防災台帳」整備の営みを通じて、住民間の顔

の見える関係づくりが進んでいるため、役員選

出に際してのトラブルは非常に少ない。 

・ 町会費の減免制度は、今後高齢化の進展により、

免除対象者が増えていくことで、町会収入が減

少することも懸念されるが、新規加入を促進す

ることで、町会運営の持続可能化を図っていく。 

 

【ポイント】 

▼ 「防災台帳」の整備を通じて、町会の運営

基盤を強化 

▼ 町会費減免制度により加入率を維持 

 

 

 

 １０ その他 町会運営活動事例 

事例１０－４  

取組名 「防災台帳」の整備を通じた町会運営の基盤強化 

町会名 今井南耕地
いまいみなみこうち

町会（今井地区） 

町会 

データ 

・人 口／230 人 

・世帯数／95世帯 

・高齢化率／41.3％ 

・町会加入数／68世帯 

・常会数／５部 

・隣組（班）数／15 班 

取組概

要 

○ 「防災台帳」の作成を通じて、各世帯の居住

状況を把握 

〇 町会加入率維持のため、町会費の減免制度を

設け、高齢世帯やひとり親家庭に適用 
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背景・課題 

・大野川区町会は、乗鞍に位置し、市街地まで遠距

離にある。 

・公共交通は、アルピコ交通が運行する観光路線バ

スのみであり、運行本数・時間帯が限られている。 

・町会には、高校生が数名居住しており、高校へ通

学するためには、上高地線の新島々駅に行く必要

があるが、始業に間に合う時間帯の運行はない。ま

た、透析など週に数回受診しなければならない患

者がおり、市立病院等への通院要望がある。いわゆ

る交通空白地帯に該当する。 

 

経過・取組内容 

・町会は、移動が困難な住民を救済するため、ボラ

ンティアによる送迎支援を行っている。送迎車両

の購入とリースにより、車両２台を確保し、送迎は、

主に町会長・民生委員等が行っている。乗鞍地域外

の送迎（新島々駅・市立病院等）は、利用者に片道

100 円の送迎費用を求めている。 

・取組内容は、遠方に通う高校生を新島々駅までの

朝早い時間帯を担当する人、透析患者等の通院の

送迎を担当する人、町会内の送迎を担う人に分け、

交代で運行している。その他、眼科医、銀行（ATM）、

大野川診療所への送迎、ゴミ出し支援なども行っ

ている。 

なお、ゴミ出しについては、事前連絡が必要と

なっている。 

  

成果・今後の展望等 

・移動が困難な住民が希望の時間帯に移動ができ

る環境が整った。 

・医療関係の送迎では、病院での待ち時間が長時間

に及ぶ場合があり、送迎者の負担が大きいことが

課題となっている。地域の高齢化に伴い医療送迎

の需要が増している。 

・高齢ドライバーが引退したいとの声があること

から、新たなドライバーを募集する必要がある。 

・市の補助金を活用した、送迎に係る経費の確保を

検討する必要がある。 

・中山間地の移動支援の在り方を検討するととも

に、交通部の交通空白地有償運送事業補助金を活

用した送迎体制の構築を目指す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 １０ その他 町会運営活動事例 

事例１０－５  

取組名 移動支援サービスの提供 

町会名 大野川
おおのがわ

区
く

町会（安曇地区） 

町会 

データ 

・人 口／571 人 

・世帯数／320 世帯 

・高齢化率／47.8％ 

・町会加入数／224 世帯 

・常会数／３ 

・隣組数／16 

取組概要 
〇町会が所有する車両を利用して、地元住民が移

動困難者を送迎するもの 

【ポイント】 

🔻 移動困難者のニーズに合わせた送迎環境

の構築 
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背景・課題 

・ 当町会は、宅地造成地に新設された、発足から

まだ 15 年ほどと比較的新しい町会で、若い世代

の家族が多く子どもも多い。 

・ 町会加入率は 56％程度と低く、活動拠点とな

る町内公民館もない。 

・ 伝統行事や町会が主催する祭りなど、住民が集

まる機会もないことから、住民同士のつながり

は希薄である。 

 

経過・取組内容 

・ 町会長は、地区子ども会育成会に所属し、子ど

も行事の企画・運営に携わっているが、地元町会

（27 区町会）は行事が少ないため、子どもたち

が伝統行事やお祭りに触れる機会づくりの必要

性を感じていた。 

・ そこで、例年伝統行事の盆火＊に合わせて、夏

祭り（迎え盆）を実施している近隣の 4区町会か

ら参加のご提案をいただき、合流を申し出たと

ころ、４区町会では子どもが減っていることも

あり、快諾された。 

・ 夏祭り当日は、町会出店の綿菓子・ポップコー

ン等の飲食やビンゴゲームに、27 区町会の親子

が多数参加した。 

・ なお、27 区町会では、町会役員が当日の出店

の運営を手伝うほか、ビンゴゲームの景品等、実

施に係る経費の一部を負担している。 

 

成果・今後の展望等 

・ 27 区町会の親子が４区町会の夏祭りに参加す

ることで、町会内の住民同士だけでなく、町会を

越えた交流が生まれた。 

・ 夏祭りの飲食やゲームを楽しむだけでなく、子

どもたちに「盆火」を見せることで、地域の伝統

行事に触れる機会づくりができた。 

・ 町会が行なっている行事等を広く周知するこ

とで、町会活動への参加促進や町会未加入者の

加入に繋げたい。 

             夏祭り参加時の写真 

 

 

   

 

 

 

 

堰を流れる盆火 

 

＊盆火：迎え盆・送り盆に行う行事で、藁でピラ

ミッド型に作った盆火に火をつけて川（堰）に流

すもの。町会長は、消防団員であった頃、消防団

に盆火の回収が依頼されたことから、盆火を

知った。 

 

 

 

 

 １０ その他 町会運営活動事例 

事例１０－６  

取組名 近隣町会の伝統行事への合流参加 

町会名 波田
は た

27 区町会（波田地区） 

町会 

データ 

・人 口／916 人 

・世帯数／301 世帯 

・高齢化率／5.9％ 

・町会加入数／170 世帯 

・隣組数／10組 

取組概要 

〇 近隣の波田４区町会の夏祭り（盆火）に合流参

加し、町会内外の交流を促進 

○ 子どもたちが伝統行事に触れる機会を提供 

【ポイント】 

▼ 町会の枠にとらわれない取組みで、町会内

外の交流促進と町会活動への参加意欲の醸成 
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